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Ⅰ 研究の概要 
 

１  主題設定の理由  

平成25年に「いじめ防止対策推進法」が施行され 10年が経過した。法第 13条では、「学

校は，いじめ防止基本方針又は地方いじめ防止基本方針を参酌し，その学校の実情に応

じ，当該学校におけるいじめの防止等のための対策に関する基本的な方針を定めるもの

とする。」、第22条では、「学校は，当該学校におけるいじめの防止等に関する措置を実効

的に行うため，当該学校の複数の教職員，心理，福祉等に関する専門的な知識を有する

者その他の関係者により構成されるいじめの防止等の対策のための組織を置くものとす

る。」と示されている。「いじめの防止等のための基本的な方針」（文部科学大臣決定、最

終改定平成 29年３月 14日）では、「学校いじめ防止基本方針に基づく対応が徹底されるこ

とにより，教職員がいじめを抱え込まず，かつ，学校のいじめへの対応が個々の教職員

による対応ではなく組織として一貫した対応となる。」とし、いじめについて、学校にお

けるいじめの防止等の対策のための組織（以下、「学校いじめ対策組織」という。）で、

組織的に対応することを求めている。なお、「学校の特定の教職員が，いじめに係る情報

を抱え込み，学校いじめ対策組織に報告を行わないことは，同項の規定に違反し得る。」

と指摘している。 

しかし、いじめ防止対策推進法に基づく取組状況の把握と検証を行った「いじめ防止

対策推進法の施行状況に関する議論のとりまとめ」（いじめ防止対策協議会、平成 28年 11

月）では、「学校いじめ対策組織がいじめの問題に中核的に取り組む組織として十分に機

能していない」「担任教員がいじめを抱え込み、学校いじめ対策組織に情報が共有されず、

重大な結果を招いた事案が発生している」等が指摘され、組織的対応の意義の周知徹底

等、対応の方向性を示した。また、「令和２年度児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導

上の諸課題に関する調査結果について（通知）」（文部科学省初等中等教育局、令和３年

10月）では、「いじめ防止対策推進法の定義に基づくいじめの認知（早期発見）と組織的

対応を徹底することが、重大事態の発生防止に不可欠である」といじめの組織的対応の

重要性について改めて指摘した。「生徒指導提要」（文部科学省、令和４年12月）でも、

いじめ対応において、組織が効果的に機能していないために重大事態が引き起こされる

ケースが見られることや実効的な組織体制を構築することが課題であることを指摘して

いる。 

これらの課題を解決するためには、学校いじめ防止基本方針が機能する組織づくりが

不可欠である。そこで本研究では、実践協力校において組織マネジメントのモデル構築

を目指し、学校いじめ防止基本方針が機能する組織づくりについて究明したいと考え、

本主題を設定した。  

  

２  基本的な考え方  

(1) 学校いじめ防止基本方針 

いじめ防止対策推進法では、国、地方公共団体、学校に対しては、それぞれに「い

じめの防止等のための対策に関する基本的な方針」を策定することを求めている。 

   学校は、文部科学大臣が策定義務を負う「いじめ防止基本方針」（第 11条）、地方公 
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共団体が策定の努力義務を負う「地方いじめ防止基本方針」（第 12条）を参酌し、「学校

いじめ防止基本方針」を定めるものとされている（第13条）。国公私立学校を問わず、「学

校いじめ防止基本方針」を策定することが義務付けられている。 

学校いじめ防止基本方針には、学校の実情に応じて、いじめの防止のための取組（以

下、「未然防止」という。）、早期発見、いじめ事案への対処（以下、「対処」とい う。）の

在り方や、教育相談体制、生徒指導体制、校内研修等の、いじめの防止等全体に係る内

容を策定することが必要である。 

国立教育政策研究所生徒指導・進路指導研究センター発行の生徒指導リーフ増 刊号「い

じめのない学校づくり-『学校いじめ防止基本方針』策定Ｑ＆Ａ -」では、学校いじめ防

止基本方針は、「方針の提示で終わるものではなく、いわば『行動計画』」に近いものと

し、その策定の際は、全ての教職員でいじめの問題に取り組む契機とすることが大切で

あるとしている。つまり、方針の策定のみを目的とするのではなく、策定していく過程

で、 

  ・自校の課題がどのようなところにあるのかを洗い出し、 

・そうした課題に対して組織的かつ計画的に、 

・また学校段階や教育課程、児童生徒の発達段階を見渡して体系的に、 

・教職員はもとより児童生徒や家庭・地域も巻き込む形で、 

・児童生徒を守り育てていける学校を構築すること、 

・それによって実際に児童生徒のいじめを減らすこと 

・そのために必要となる学校関係者の認識の共有と徹底 等 

 を図ることを目的と考えて策定作業を進めることである。 

そこで本研究でも、学校いじめ防止基本方針に記されたいじめ防止等の取組が、「提示

して終わり」ではなく、実際に実行に移され、学校のいじめ対応において関係する教職

員等一人一人が確実に行動できる基本方針を策定する。 

そのためには単なる方針ではなく、具体的な実施計画や実施体制についても決めてお

く、いわば行動計画のようなものであることが必要であると考える。 

 

(2) 学校いじめ防止基本方針が機能する組織 

学校いじめ防止基本方針が機能するためには、方針を確実に実行に移すための体制が

整えられなければならない。学校いじめ対策組織は、いじめ防止等の中核を担う組織と

して、委員会や部、学年等の組織が役割分担しながら、方針に示されたいじめ防止等の

措置を実効的に行うことが必要である。 

したがって本研究では、学校の実情に応じた学校いじめ防止基本方針の下、適切にい

じめ対応ができる組織（学校）を、学校いじめ防止基本方針が機能する組織とする。 

 

(3) 組織マネジメント 

中央教育審議会答申「新しい時代の教育に向けた持続可能な学校指導・運営体制の構

築のための学校における働き方改革に関する総合的な方策について」（ 2019年１月 2 5日）

では、学校の組織運営体制の在り方について、「学校がこれまで以上に組織として対応し

ていけるように学校の組織体制の在り方を見直す」「学校が組織として効果的に運営さ 
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れるためには、校長を中心として管理職が、学校運営の基本方針や経営計画を具体的

かつ明確に示し、教職員の意識や取組の方向性の共有を図るなど、管理職がリーダー

シップをもって学校組織マネジメントを行っていくことが不可欠である。」と 示して

いる。 

北神正行は、学校における組織マネジメントについて、「学校教育目標とそれに基づ

く学校経営計画を達成するため、学校内外の人的・物的・財政的諸資源を活用して、

教育活動の計画（ Plan）、実施（ Do）、評価（Check）、改善（ Action）のマネジメ ント・

サイクルに一定の成果と効率をもたらす組織的・能動的活動であり、学校に期待され

る教育の質保証に向けて学校の教育力・組織力の向上を図る取組」としている。また、

「学校組織マネジメント研修～すべての教職員のために～（モデル・カリキュラム）」

（文部科学省マネジメント研修カリキュラム等開発会議、平成 17年２月）では、「焦点

は自らが変化し続けること（環境と折り合いをつけながら）」とし、「①求める目的に

向かって効率的・効果的に組織全体が動くために②組織内外の刻々と変化する環境か

らの規制作用や影響に対して、的確な情報解析をもとに、それらをうまく受け入れた

り回避したりしながら、③内外の資源（人的、物的、財的、情報、ネットワーク）や

能力を統合、開発し、④人々の活動を調整すること（活動や機能）→一人で担うこと

も、それ以上の人々が協働して取り組むこともある。」と示している。 

本研究では、学校いじめ防止基本方針が機能するという目標（目指す姿）に向かっ

て、組織全体が動くために、組織の状態を分析しながら、学校内外の資源（人的・物

的・情報・ネットワーク等）や能力を活用し、校務分掌等やその構成メンバーの活動

を調整することを組織マネジメントとする。 

 

 

Ⅱ 研究のねらい 
 

実践協力校において組織マネジメントのモデル構築を目指し、学校いじめ防止基本方

針が機能する組織づくりについて究明する。 

 

 

Ⅲ 研究の進め方 
 

１  研究の進め方について  

本研究を始めるに当たっては、県内の公立小中学校、県立高等学校の５校を研究協力

校（以下、「協力校」という。）に決定した（表１）。国立教育政策研究所生徒指導・進路

指導センター総括研究官の宮古紀宏を助言者として、令和４年４月から令和６年３月ま

での２年間、研究を行った。 

茨城県教育研修センター（以下、「研修センター」という。）で研究協議会を６回、研

修センター指導主事による学校訪問を６回実施した（表２）。 
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 表１ 研究助言者と協力校 

研究助言者 協力校 

国立教育政策研究所  

生徒指導・進路指導研究センター 

総括研究官 宮古 紀宏 

かすみがうら市立下稲吉小学校 

古河市立諸川小学校  

東海村立東海南中学校 

常陸太田市立太田中学校 

県立笠間高等学校 

 表２ 研究の経緯 

年月日 研修センターでの研究協議会 協力校における実践  

Ｒ４.６.２ 第１回研究協議会  

開会式、研究に関する共通理解、宮古

総括研究官の講義、研究の取組に関す

る共通理解 

研修センター指導主事に よる

訪問 

・研究についての説明 

・いじめの未然防止につ いて

の授業参観 

・校内研修の参観、助言等 

 

いじめ対応の三つの取組 （未

然防止、早期発見、対処）の実

践と実効的な組織体制の構築 

 

ＰＤＣＡサイクルで進め るい

じめの未然防止の取組 

 

教職員意識調査 

Ｒ４.11.11 第２回研究協議会  

協力校の実践報告、宮古総括研究官の

講義 

Ｒ５.２.10 第３回研究協議会  

協力校の１年間の実践発表 

Ｒ５.６.16 第４回研究協議会  

進捗状況の共有、宮古総括研究官の講

義 

Ｒ５.９.11 第５回研究協議会  

協力校の実践報告、宮古総括研究官に

よる助言・講評 

Ｒ６.２.２ 第６回研究協議会  

協力校の２年間の実践発表、研究発表

会に向けた打ち合わせ 

 

２  いじめ対応の三つの取組を実践  

  本研究では、いじめ対応を、①未然防止、②早期発見、③対処の三つに分ける。それ

ぞれについて組織的に取り組むことができるようにすることを目指した。「いじ めの防

止等のための基本的な方針」（文部科学大臣、最終改定 平成29年３月 14日）【学校にお

ける「いじめの防止」「早期発見」「いじめに対する措置」のポイント】で、それぞれの

取組や留意点を次のように示している。 

  ① 未然防止 

・児童生徒が自主的にいじめ問題について考え、議論すること等のいじめの防止に

資する活動に取り組む。 

・児童生徒が、心の通じ合うコミュニケーション能力を育み、規律正しい態度で授  
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業や行事に主体的に参加・活躍できるような授業づくりや集団づくりを行う。 

・児童生徒に対して、傍観者とならず、学校いじめ対策組織への報告をはじめとする

いじめを止めさせるための行動をとる重要性を理解させるよう努める。 

・集団の一員としての自覚や自信を育むことにより、いたずらにストレスにとらわれ

ることなく、互いに認め合える人間関係・学校風土をつくる。 

・教職員の言動が、児童生徒を傷つけたり、他の児童生徒によるいじめを助長したり

することのないよう、指導の在り方に細心の注意を払う。  

 ② 早期発見 

・ささいな兆候であっても、いじめではないかとの疑いを持って、早い段階から的確

に関わりを持ち、いじめを隠したり軽視したりすることなく、いじめを積極的に認

知する。 

・児童生徒が示す変化や危険信号を見逃さないようアンテナを高く保つ。 

・定期的なアンケート調査や教育相談の実施等により、児童生徒がいじめを訴えやす

い体制に整え、いじめの実態把握に取り組む。 

・学校いじめ防止基本方針において、アンケート調査、個人面談の実施や、それらの

結果の検証及び組織的な対処方法について定めておく必要がある。 

・アンケート調査や個人面談において、児童生徒が自らＳＯＳを発信すること及びい

じめの情報を教職員に報告することは、当該児童生徒にとっては多大な勇気を要す

るものであることを教職員は理解し、児童生徒からの相談に対しては、必ず学校の

教職員等が迅速に対応することを徹底する。 

 ③ 対処 

・学校の教職員がいじめを発見し、又は相談を受けた場合には、速やかに、学校いじ

め対策組織に対し当該いじめに係る情報を報告し、学校の組織的な対応につなげな

ければならない。 

・各教職員は、学校の定めた方針等に沿って、いじめに係る情報を適切に記録してお

く。 

・学校いじめ対策組織において情報共有を行った後は、事実関係の確認の上、組織的

に対応方針を決定する。 

・被害児童生徒を徹底して守り通す。 

・加害児童生徒に対しては、当該児童生徒の人格の成長を旨として、教育的配慮の下、

毅然とした態度で指導する。 

・これらの対応について、教職員全員の共通理解、保護者の協力、関係機関・専門機

関との連携の下で取り組む。 

・学校いじめ対策組織においては、いじめが解消に至るまで被害児童生徒の支援を継

続するため、支援内容、情報共有、教職員の役割分担を含む対処プランを策定し 、

確実に実行する。 

これらのいじめ対応の三つの取組を協力校の実態や実情に合わせて、組織的に取り組め

るようにするために、組織マネジメントを行う。 

しかし、生徒指導の課題として、問題行動等が起きた後の事後の対応（いじめ対応につ

いては、早期発見や対処）に目が向きがちであり、未然防止の取組は、実施や継続が困難 
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であることが挙げられている。「問題事象の未然防止に向けた生徒指導の取り組 み方」

（平成22年６月、国立教育政策研究所生徒指導研究センター）では、その理由として、

今起きている事象と比べ、起きていない事象の場合には、教職員が危機感を実感しにく

いことや成果が実感しにくく、どうしても取組が低調になったり、持続できなかったり

しがちである、と指摘している。 

そこで、本研究では、いじめの未然防止の取組について、「第Ⅲ期『魅力ある学校づく

り調査研究事業』（平成 26～ 27年度）報告書」（平成 29年１月、国立教育政策研究所生徒

指導・進路指導研究センター）を参考に取り組む。本報告書によると、次の研究結果が

得られている。 

・ＰＤＣＡサイクルによる取組はいじめの被害・加害の抑制につながる。 

・データに基づく話合いの繰り返しが、共通理解と実効性のある取組を促進する。 

・意識調査を受けて、向上を目指す目標として選んだ項目によって特に成果に違いが

出ることはなかった。選ぶ項目よりも「なぜこの項目を選んだのか、今後どうして

いくのか」を真剣に考える教職員が増え、その共通認識の下、状況に応じた工夫や

実践が行われることが重要である。 

・評価の高いプログラムであっても、導入しただけで効果があがるわけではない。こ

れまで学校で大切に続けてきた取組を、計画的・継続的に点検・見直しするだけで

大きな効果がある。  

  これらの研究結果を参考にし、本研究では、協力校のいじめの未然防止の取組をＰＤ

ＣＡサイクルで取り組む。具体的には、 

①「課題（客観的指標を用いた実態把握に基づく）」を明らかにする（Ｐ） 

②「目標（課題から導かれた、短期的、中・長期的）」を決める（Ｐ） 

③「行動計画（目標を実現するための具体的な計画）」を立てる（Ｐ） 

④「実行（上記「行動計画」の実施）」（Ｄ） 

⑤「点検（客観的指標を用いた実態把握に基づく）」（Ｃ）  

⑥「（学校いじめ防止基本方針の）見直し」（Ａ） 

のサイクルとなる。①の「課題を明らかにする」では、客観的指標を用いた実態把握に

基づくものとする。客観的指標とは、取組を行った教職員自らの評価、いわゆる主観的

評価ではなく、対象となった児童生徒の声やその保護者等の声を広く集めた数値結果で

ある。全教職員の共通理解と実効性のある取組を促進する。 

 

３  教職員意識調査  

 協力校のいじめの対策や取組に関する教職員の意識を把握するとともに、学校いじめ

防止基本方針が機能する組織づくりのために重要である事項を見いだすために、教職員

意識調査を以下の通り実施する。 

(1) ねらい 

ア 協力校のいじめの対策や取組に関する教職員の意識を集約することにより、いじ

めの対策や取組に関する課題を把握する。 

イ 協力校の教職員の自由記述の回答内容を分析し、学校いじめ防止基本方針が機能

する組織づくりのために重要と考えられる視点を生成する。 
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(2) 調査対象 

協力校の全教職員 

(3) 調査方法 

協力校の教職員に Googleフォームで回答を求める。 

（調査時期） 第１回 令和４年９月 

第２回 令和５年３月 

第３回 令和５年５月 

第４回 令和６年１月 

(4) 調査内容 

ア 調査項目 

吉田浩之の「いじめ防止基本方針を踏まえた取り組みの現状と課題－沖縄県の小学

校，中学校，高等学校を対象にして－」の取組チェックリストを参考にし、資料１を

調査項目とした。協力校の教職員が、全 18項目について、「当てはまる」「どちらかと

いえば当てはまる」「どちらかといえば当てはまらない」「当てはまらない」の４件法

で回答する。 

イ 自由記述 

以下の質問について回答を求める。その回答内容から、協力校の教職員が、学校い

じめ防止基本方針が機能する組織づくりのために重要であると考える事項について分

析する。 

  (ｱ) 第１回、第３回 

① 「あなたの学校では、児童生徒に関する気付きを職員間で共有できるようにす

るには、どのようなことが必要だと思いますか。」 

② 「あなたが、いじめの疑いのある事案について速やかに組織に報告できるよう

になるには、どのようなことが必要だと思いますか。」 

③ 「あなたが、いじめの対応（未然防止、早期発見、対処）で難しいと感じるの

は、どのようなことですか。」 

(ｲ) 第２回、第４回  

① 「あなたが、いじめの未然防止を進めるにあたり、留意したことがあれば、ご

入力ください。」 

② 「あなたが、いじめの未然防止を進めるにあたり、難しいと感じたことがあれ

ば、ご入力ください。」 

③ 「あなたが、いじめの早期発見を進めるにあたり、留意したことがあれば、ご

入力ください。」 

④ 「あなたが、いじめの早期発見を進めるにあたり、難しいと感じたことがあれ

ば、ご入力ください。」 

⑤ 「あなたが、いじめの対処を進めるにあたり、留意したことがあれば、ご入力

ください。」 

⑥ 「あなたが、いじめの対処を進めるにあたり、難しいと感じたことがあれば 、

ご入力ください。」 
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資料１ 教職員意識調査の調査項目 

 
Ａ 学校いじめ防止基本方針について 
① 学校は、国の基本方針又は茨城県の基本方針を参考にし、学校の実情に応じて、学校い

じめ防止基本方針を作成している。 
② 学校いじめ防止基本方針には、いじめの防止、早期発見、早期対応の年間計画及び取組

内容が示されている。 
Ｂ 学校いじめ対策委員会について 
③ 学校いじめ対策委員会は、取組の実施や具体的な年間計画の作成・実行・検証・修正を

行っている。 
④ 学校いじめ対策委員会には、いじめの疑いに関する情報や児童生徒の問題行動などに係

る情報が集まり、その記録が保存されている。 
⑤ 学校は、いじめであるかどうかの判断を組織として行っている。  
Ｃ いじめの未然防止について 
⑥ 学校は、いじめはどの子供にも起こりうる、どの子供も被害者にも加害者にもなりうる

という認識を共有している。  

⑦ あなたは、一人一人を大切にした分かりやすい授業づくりを進めている。 
⑧ あなたは、学校の教育活動全体を通じた道徳教育や人権教育の充実、体験活動などの推

進により、いじめの未然防止に取り組んでいる。 
Ｄ いじめの早期発見について 

⑨ 学校は、些細な兆候であっても、いじめではないかとの疑いをもって、早い段階から複
数の教員で対応している（対応することができる）。 

⑩ 学校は、定期的なアンケート調査や教育相談の実施等により、児童生徒がいじめを訴え
やすい体制を整えている。 

Ｅ いじめの対処について 

⑪ あなたは、児童生徒や保護者から「いじめではないか」との相談や訴えがあった場合に
は、真摯に傾聴している（傾聴することができる）。 

⑫ あなたは、いじめの疑いがあったとき、学校いじめ対策組織に報告することができる。 
⑬ 学校は、発見・通報を受けた場合には、被害児童生徒を守り通している。 
⑭ 学校は、いじめがあったことが確認された場合、組織で、いじめをやめさせ、その再発

を防止する措置をとっている（措置をとることができる）。 
⑮ 学校は、児童生徒に、SNSによるいじめがあったとき、関係機関への相談について知ら

せている。 
⑯ 学校は、発見・通報を受けた場合には、教育的配慮の下、毅然とした態度で加害児童生

徒を指導している。 

⑰ あなたは、いじめを見ていた児童生徒に対しても、自分の問題として捉えさせ、たとえ、
いじめを止めさせることはできなくても、誰かに知らせる勇気をもつよう伝えている。 

Ｆ いじめの重大事態について 
⑱ あなたは、児童生徒や保護者からいじめられて重大事態に至ったという申立てがあった

ときは、重大事態が発生したものとして報告している（報告することができる）。 
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Ⅳ 研究の内容 
 

１  協力校の実践  

各年度を三つのサイクル（４～８月、９～ 12月、１～３月）に分け、協力校５校の実

践を、サイクルごとに紹介する。 

各協力校の掲載構成は、資料２の通りである。 

 

   資料２ 協力校の掲載構成 

 

  

 

１ 学校の概要 
 

２ 背景  

「背景」は、各校のいじめ対応の三つの取組「未然防止」「早 期発見」

「対処」についての課題や研究として着目した背景について述べている。 
 

 

３ 担当者の声 

「担当者の声」は、「背景」を踏まえ、各校の研究担当者の思 いや願い

等について述べている。 

 

４ 研究の実際 

  「背景」を踏まえ、サイクルごとに、いじめ対応の三つの取組「未然防

止」「早期発見」「対処」についての手立てや取組、働きかけ、変容等につ

いて述べている。 

 
 

５ 研究のまとめ 

  「背景」を踏まえて実践した結果、どのような成果・課題が見られたか

について述べている。 
 

○ 本校の学校いじめ防止基本方針が機能する組織図（令和５年度） 

  協力校が２年間、学校いじめ防止基本方針が機能する組織を目指すため

に実践した結果の組織図を示している。 
 

 

 

 
 

対処 

 

早期発見  

 

未然防止  

手立てや取組、働きかけ、変容等 

サイクルの位置 
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かすみがうら市立下稲吉小学校の実践 

 

１ 学校の概要 

  本校はかすみがうら市の中心に位置している。令和５年度の児童数は543人の中規模

校であるが、代々農家を営む家庭に加え、増加する新興住宅地に住む核家族、賃貸借し

ている集合住宅に住む家族、と様々な家庭環境の児童がいる。通常学級17学級、特別支

援学級12学級、通級指導教室１学級、日本語指導教室１学級で外国籍児童が27人在籍し

ている。学校目標「自ら学び 心豊かで たくましい 児童生徒の育成」の具現化に向け、

組織目標を「自分で考え、自分で決めて行動し、やり直すことができる児童の育成」と

し、全教職員が同じ方向を向いた協力体制の中で教育活動に取り組んでいる。 

  組織目標を受け、研究テーマを「『たい』がいっぱい泳ぐ授業づくり～学級経営の充

実と『分からないことの共有』や『課題提示の工夫』を通して～」とし、学習・生徒指

導の両側面で児童の主体性を重視した取組を取り入れ、児童の思いを支え、そして自分

で考え、自分で行動できる自律的な集団づくりを進めている。 

２ 背景 

  対処 

  いじめ事案が生じたとき、一部の教職員のみで情報を把握したまま対応することが多

く、他の教職員に情報共有されないままに一定の時間が過ぎてしまうことが多かった。

組織的な対応が求められる事案については、連携を取るのに時間がかかり、スピード感

をもって対処する必要を感じることが多かった。また、情報共有は口頭での報告にとど

まり、対応した内容について協議したり意見を交流したりする機会がなく、深まりがな

いままであった。このような現状から、情報集約・共有の方法を改善する必要があると

考えた。 

  早期発見 

  生活アンケートを月に１回実施し、記入された内容については、担任や学年で対応し

早期発見に努める体制はできている。しかし、情報は一部の教職員のみに共有され管理

職や市教委に報告するにとどまっていた。アンケート以外の方法は検討されてこなかっ

た。このような現状から、時期を逃さず全教職員で情報を共有することと、生徒指導上

の重大事案発生に備え、年度を超えた引継を視野に入れた記録の蓄積を目指した情報管

理の仕組みを構築することが必要であると考えた。その一方で、関係する教職員の負担

が増えないように効率化を視野に入れ進めていく必要を感じた。 

  未然防止 

 「アセスメントシート分析パッケージ」（岡山県総合教育センター、2018）を実施し

た結果、全校で多くの児童が視覚・聴覚の短期記憶や言語理解に課題を抱えていること

が分かった。このことがコミュニケーションの障壁となり、児童間のトラブルや学習面

での困難を引き起こしている一因であると考えた。また、児童と接している教職員が、

「自分の行っていることが未然防止になっているか分からない」「他の学年の取組が見

えない」と不安を抱えていることも分かった。このような現状から児童の認知機能を高

める取組や未然防止の内容を意識付ける研修が必要であると考えた。 

３ 担当者の声 （Ｒ４ 養護教諭 → Ｒ５ 生徒指導担当教頭・教務主任）  

  各学年が行っていることが情報共有できていない。記録が教職員ごとになっている。 

組織的対応がとれるようにするためには、どうしたらいいのだろう。 
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４ 研究の実際 

 

対処 生徒指導案件の情報集約・共有方法の改善 
 いじめ対応にあたり、これまでの該当児童の様子や行動を把握し共

有しながら対処できるよう、生徒指導案件の情報集約と共有の方法を

改善した。まず、これまでExcelで作成していた保健日誌の中に生徒指

導上どの内容にあたるかを明確に示せるような「概要」欄をプルダウ

ンで作成し、プリントアウトして全教職員が閲覧し共有できるように

した。概要の項目については、国立教育政策研究所が作成した「いじ

め対応記録ツール」を参考にした。さらに生徒指導事案が起こった際

に、対処し報告した内容をExcelシートに入力すると、右のような記録

用紙に反映される書式（以下、「生徒指導ファイル」という。）を採

用した。出勤簿と共に置いておき、閲覧後押印することで、全教職員

に情報共有が図れるとともに、記録の視覚化と蓄積ができるようになった。また、このシ

ートはいじめ問題解消会議や生徒指導に関する対策会議の資料と記録用紙も兼ねる様式に

することで、新たな資料を作成する負担をなくすこともできるようにした。 

早期発見 早期発見を目指した組織の見直し・ねらいの共通理解 

 これまで行ってきた生徒指導部会を「毎月第 1 月曜日に、生活アンケートの結果を基に

いじめにつながる行動の確認を行い、児童の様子の情報交換を行う」と明確に位置付けた。

また、そこで出された内容を集約したものを全教職員に配付し共有できるようにした。こ

のことにより、生活アンケートを実施するねらいを明確にすると共に、生活アンケートを

実施するねらいの共通理解を図った。また、看護当番が休み時間に外で児童を見守ってい

たことも、「児童の観察及び指導を適宜行い、気になった点は看護日誌に記載することで

共有する」と明確に位置付けた。さらに、教職員研修で「思春期の子どもと保護者に寄り

添う教師のためのソーシャルスキル研修講座」の研修報告や、自殺予防研修「子どものＳ

ＯＳの出し方の理解・大人の受け止め方・ＴＡＬＫの原則」を扱うことで、早期発見に必

要な教職員のスキルを高める取組を行った。 

未然防止 コグトレの実施と行動計画研修開始 

 視覚・聴覚による認知機能を高めるために、認知機能トレーニングである「コグトレ」

に全校で取り組むこととした。コグトレ研修部が児童の実態に応じて実施内容を検討し、

計画的に行った。認知機能が高まることで、基礎学力やコミュニケーション能力の土台づ

くりが進むことを期待した。また、本市で年３回実施している「学級の雰囲気と自己肯定感

を把握する質問紙（Ｃ＆Ｓ質問紙）」の４項目を集団の育成度合いを測る「客観的指標」と

し、学年ごとに目標を定め達成に向けた行動計画を作成する研修（以下、「行動計画研修」

という。）を行った。各学年の内容を職員室内に掲示することで、相互に確認しながら進

めていけるようにした。この研修はＰＤＣＡサイクルを重視し、２年間継続することとし

た。また「みんななかよし週間」において人権意識の涵養を図った。いじめをなくすため

の合言葉の作成・紹介、人権に関する動画視聴や「みんななかよし新聞」の発行を行った。 

令和４年度 令和５年度 

４～８月 ９～12 月 １～３月 ４～８月 ９～12 月 １～３月 
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対処 情報集約・共有方法の継続、「いじめ防止対策年間計画」の整備 

 生徒指導ファイルの導入により、情報の集約・共有が即時的に且つ円滑に行えるように

なってきた。載せる案件の検討が必要であるという意見が聞かれたので、重大事案だけで

なく、小さな人間関係のトラブルや保護者からの訴えなども入力し共有できるようにした。

また、書式の改善点も教職員から出された都度検討し、使いやすさや負担軽減を目指した。

しかし、閲覧印の抜けがたびたび指摘され、情報の共有化に対する課題も見えてきた。 

 これまで本校で行われて

きた生徒指導の様々な取組

を「いじめ防止対策年間計

画」として整備した。「①対

処（職員会議等）」「②未然

防止に向けた研修・取組」「③

早期発見に向けた研修・取

組」の３観点で整理し、実施

時期に従って右の表のよう

に視覚化した。このように整

理したことで、各取組のねら

いや位置付けに関する教職

員の理解が深まった。 

早期発見 運営の継続 

 生徒指導部会の開催や看護当番の運営を継続して行った。看護当番に対する教職員の意

識が高まり、児童とともに外で過ごす教職員が増えたため、児童の変化に気付く教職員が

増え、児童間のトラブルは減ってきた。また、生活アンケートに記入された問題やトラブ

ルに丁寧に対応してきたため、記入数が減った。 

未然防止 行動計画研修の引継に向けたまとめ 

 各学年で、行動計画研修で作成した点検シートの活用を図

った。「成果が感じられない」「実態に合っていない」など、

児童に接している教職員の肌感覚を大切にし、長期休業を待

たずに行動目標を修正していくことを周知し、それを俯瞰し

アドバイスを行っていく役割として「生徒指導主事・教務主

任・教頭」を位置付けた。このことにより、ＰＤＣＡサイク

ルがより短く設定できるようになった。また、各学年の取組

の様子を月ごとに入力できるスプレッドシートを作成し、他

学年の取組の様子が分かるようにした。右のように職員室内

に掲示し、共有化と意識付けも図った。３月には点検シート

に今年度の成果を記入し、次年度の学年に引き継ぐこととし

た。 

 

令和４年度 令和５年度 

４～８月 ９～12 月 １～３月 ４～８月 ９～12 月 １～３月 
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対処 問題行動フローチャート図の作成・周知 
 問題行動が起こった時の各担当の動きや

連絡系統を右のようにフローチャート図（以

下、「ＦＣ図」という。）にまとめた。また、

年度初めの職員会議で共通理解を図った。こ

れに従って動くことで、経験値の違いから対

処がずれることを防ぐことができると考え

た。また、生徒指導ファイルについてもＦＣ

図に明文化し、情報の共有が重要であること

も明確に示した。 

早期発見 校内オンライン相談窓口の設置 

 「校内ＳＯＳオンライン相談窓口」を設置した。児童の一人１

台端末から、二次元バーコードを読み取ることで相談内容が書

き込めるフォームに入ることができるものである。全児童が「お

気に入り」に登録することで、いつでも相談できるようにした。

毎日８時30分に、担当である生徒指導主事が確認をし、「相談し

たい先生」の欄に書かれた教職員に連絡をとって、時間と場所

を設定する。そして、「相談したい先生」が該当児童に声をか

け、話を聞く。その際に他の児童に分からないように配慮する

ことも共通理解した。 

未然防止 生活目標の活用と行動計画研修の実施 

 毎月の生徒指導目標に挙げられている項目をより具体化したもの

を、「今週の目標」として提示し、全児童・全教職員で共有した。

毎日の「帰りの会」の中で、振り返る時間を設けることを通して、

今週の目標を「自分のこと」として達成していく意識をもつことが

できるようにした。その結果、約９割の児童が達成できていると自

信をもって挙手していた。 

 夏休みの校内研修で行動計画研修を行った。昨年度末の点検

シートを学年で持ち上がって引き継いでいるので、それを基に

夏休み前のＣ＆Ｓ調査結果と児童の様子から、目標と行動計画

を作成した。各学年で考えた内容を説明し、教育研修センター

担当指導主事から助言を得た。各学年で話し合ったことや、今

後の行動計画について決まったことを、職員室に掲示し、全教

職員で共有できるようにした。また、全教職員に「研修だより」

を配付し、他学年の取組のよいところを取り入れたり、参考に

したりできるようにした。これらのものを職員室内に掲示し、意欲を高めた。 

 

令和４年度 令和５年度 

４～８月 ９～12 月 １～３月 ４～８月 ９～12 月 １～３月 
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対処 ＦＣ図の改定 
 年度当初に共有した、問題行動が起きた時の対応をＦＣ図にまとめたものに対して、実

際の動きにそぐわない部分が指摘されたため、改定した。「即時対応できることを実行し

つつ、管理職や生徒指導主事に報告・相談すること」「学年で対応する際に報告・相談を

行いながら対応策を決定し、最善の策を講じていくこと」を明確にした。 

 

早期発見 教職員のスキルアップ研修 

 第５学年と第６学年の児童を対象に、スクールカウンセラーが「ＳＯＳの出し方研修」

を行った。心が苦しい時やつらい時の乗り越え方を学び、ＳＯＳを出すことの大切さにつ

いて知ることができた。また、相談相手に求めることをグループで話し合い、相談にのる

時に気を付けることや、友達からのＳＯＳに応える方法も学ぶことができた。さらには、

教職員対象の「児童のＳＯＳをとらえる」研修も行った。児童の発達段階の死生観の特性

や、ＳＯＳを出してきた児童との話合いのもち方で気を付けること、絶対に言ってはいけ

ない言葉などを具体的に聞くことができた。 

 また、若手教職員研修として生徒指導担当教頭が講師となり、

「保護者の電話対応で気を付けること」についてロールプレイ

イング演習を行った。養護教諭から、緊急時に起こりがちな気

を付けなければならない点や電話対応で心がけていることを聞

き、若手教職員の考えや経験した中で困ったことを共有した。

その後、緊急時の対応マニュアルを見ながら、ベテランの教職員が行う保護者役に対し、

状況の説明や今後の対応のお願いをする演習を行った。観察者からは、よかった点や気付

いた点について意見が出され、今後の関わりに生かせる研修となった。 

 

未然防止 人権意識の涵養と行動計画研修の充実 

 人権意識の涵養のため、「人権週間」「人権教室」「授業参観で

の人権を扱った授業」を行った。人権週間に合わせ、「みんななか

よし週間」を実施した。例年行っている内容だけでなく、令和５年

度は全児童がハートの形の紙に書いた合言葉を、右上の写真のよ

うに人権コーナーに掲示した。また、第４学年で人権教室を行っ

た。右中の写真のように、市の人権擁護委員を講師に招き、「人権

とは何か」「いじめに気付いた時どうすればよいか」を学んだ。そ

の後、右下の写真のように学年集会を開き、学級の全児童で話し合

い考えた「いじめとはどのようなことをいうのか」を発表し合い、

交流した。授業参観においては、人権教育に関する授業を公開し、

全児童で人権に関する意識を高められるようにした。 

 冬休み前の行動計画研修では、各学年で目標や行動計画の説明

を行い、生徒指導担当教頭が助言をした。教職員が他学年の取組を

共有するために、前後の学年の話合いの様子を参観することとした。 

令和４年度 令和５年度 

４～８月 ９～12 月 １～３月 ４～８月 ９～12 月 １～３月 



 

15 

 

対処 体制の確立を目指した組織的な対応の再点検 
 これまでＰＤＣＡサイクルで改善を図ってきた「問題行動対応組織図」「ＦＣ図」「い

じめ防止対策年間計画」を教育相談部会で再点検し、組織的な対応の在り方を確認した。

また、それぞれの立場から気付いたことを指摘し合い反映させることで、次年度からも今

年度までに整ってきている組織的な対応ができる体制の確立を目指した。 

 

早期発見 早期発見に対応する組織や対応の継続 

 上の「教職員意識調査結果」を見ると、早期発見に対する教職員の意識が高まっている

ことが分かった。そこで、組織や対応については基本的に継続することとした。その中で

も生徒指導部会や看護当番の在り方を見直し、教育相談部会で改善点を検討した。生徒指

導部会で出された情報の共有の仕方に学年間で差異があることが課題として出されたの

で、生徒指導部会後に学年会を開くこととし、情報を確実に伝達する体制づくりを進めて

いくこととなった。看護当番については、見守りに対する意識が高まり、それが学級経営

によい影響を与えているという意見が出された。多くの教職員が児童とともに過ごすこと

ができている現状を継続していくことが、生徒指導上でも重要であることが再確認された。 

校内オンライン相談窓口の成果と課題についても検討した。あまり相談が多くなかった

ことは、オンラインでなくとも相談できる素地が培われていることの現れではないかとい

う見解が示され、多くの教職員が共通の考えをもっているように見えた。ＳＯＳを出すこ

とのできる一つの手段として、今後も継続していくことが確認された。 

 

未然防止 行動計画研修の継続に向けた取組 

 令和５年度最後の行動計画研修を行った。それぞれの

学年で児童の実態を振り返って成果を確認し、目標を定

めて令和６年度の行動計画を立案した。学年からの成果

と行動計画を全教職員で聞き合う形の研修にすること

で、本校の現在の姿を共有することができた。多くの学年

で「自律的集団」が育ってきていることが共通理解され、

令和６年度も児童の思いを尊重しながら集団の育成に努

めていくことが確認された。また、次年度からも行動計画

研修を継続していくために何が必要かを洗い出し、点検

シートの形式を右のように改善した。無理なく継続でき

る研修体制を確立するために、どのような取組を残して

継続していくか話し合った。 

  

令和４年度 令和５年度 

４～８月 ９～12 月 １～３月 ４～８月 ９～12 月 １～３月 

教職員意識調査項目（「あてはまる」と回答した割合（％）） R4.9 R5.3 R5.5 R6.1 

学校は、些細な兆候でもいじめではないかとの疑いをもって早い段階から複数の教員で対応している 8 3.7 8 5.2 9 7.5 9 7.4 

学校は､いじめがあったことが確認された場合､組織でいじめをやめさせ､その再発を防止する措置をとっている 9 1.8 8 8.2 9 7.5 9 7.4 
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５ 研究のまとめ 

  対処 

   保健日誌や生徒指導ファイルを活用する方法が確立され、少ない労力でタイムリー

に全教職員に情報が共有されることが日常となった。生徒指導ファイルでは、令和４

年度は18件、令和５年度は55件の情報共有がされた。記入されていることに対して前

学年の担任から助言を受けたり、他学年で起こった同様のケースの対応策を教えたり

することが日常化した。いじめに関する情報共有は、令和４年度は２件であったが、

令和５年度は11件であった。本人や保護者からの相談で発覚したものがあったことは、

「話せる・相談できる環境」が確立されてきたと考えられる。「問題行動対応組織図」

「ＦＣ図」「いじめ防止対策年間計画」の改善によって、日常的になんとなく行って

いたものが明確に位置付けられたことで、目的を意識して行うことにつながり、教職

員が指導の効果を実感できることも増えた。問題行動への対応では、頭ごなしに叱る

のでなく、「なぜその行動が起きたか」「次はどうしたいか」と問いかける等の関わ

りが多く見られるようになった。行動計画研修で目指す姿が意識できるようになり、

自分の役割を自覚し対応できるようになった教職員が増えたためと考えている。 

  早期発見 

   生徒指導部会や看護当番の在り方を見直し、その組織の機能や役割を意識して行っ

たことにより、早期発見に対する教職員の意識が高まった（前述の教職員意識調査参

照）。このことはいじめ認知件数の同時期を比較した数値にも表れている。（令和３

年度：120 件、令和４年度：132 件、令和５年度：99 件）。いじめに対する意識の高ま

りから一度増加し、未然防止が奏功して下がったものと考えられる。また、生活アン

ケートを活用した生徒指導部会での情報交換が行われたことにより、生活アンケート

の意義が再確認されることにつながり、学年を基盤とした細やかで丁寧な対応を取る

ことができるようになった。さらに、生徒指導ファイルを電子データで残すことが日

常的に行われたことで、生徒指導上の重大事案発生に備え、年度を越えた引継を視野

に入れた記録の蓄積を目指した情報管理の仕組みを構築することができた。 

早期発見に関わる研修を行ったことで、児童の困り感に共感しながら助けて欲しい

ことは何かをともに考え、自律に向かう児童を支えて寄り添うスキルが高まった。 

  未然防止 

 週１回のコグトレの実施は、児童の基礎学力やコミュニケーション能力の基盤を培

うのに役立っていると感じている教職員が多い。また、行動計画研修を定期的に行い、

互いの取組や話合いの内容を共有することで、未然防止に対する教職員の意識付けを

図ることができた。そして、係や行事などこれまで普通に取り組んできた内容に、児

童の力や考えを生かす工夫をしたり、児童と教職員が相互に価値付けたり褒め合った

りする機会を設定したりするようになり、児童の自己存在感を高めることにつながっ

た。（C&S 調査「今の自分と違う人になりたい」に「あてはまらない」と回答した割合  令和３年度：43％→令和５年度： 4 8％）

また、未然防止に限ったことではないが、教職員が様々な面でＰＤＣＡサイクルを短

く捉える意識が高まり、気付いたことを気兼ねなく口にできる雰囲気が醸成され、改

善に着手することにためらいがなくなった。これまでの取組の様々な要素が絡み合っ

たことで、児童は自分で考え自分で行動できる自律的な集団として育ち、互いの存在

を大切にしようという雰囲気が学校全体に満ちていることを感じている。 
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本校の学校いじめ防止基本方針が機能する組織図（令和５年度） 
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古河市立諸川小学校の実践 

 

１ 学校の概要 

本校は、古河市の東側に位置し、住宅地に囲まれている。令和５年度の児童数は449人

の中規模校であるが、工場誘致により転出入や外国籍児童が多い。学級数は20学級であ

り、そのうち７学級が特別支援学級、日本語指導教室在籍の児童は15人である。教職員

数は42人で、本校の学校教育目標「かしこく やさしく 元気な子」の達成に向けて「思

いやり 笑顔の花咲く 諸川小」を合言葉に、力を合わせて教育活動に取り組んでいる。 

  組織目標である「日々の教育相談を通して児童理解に努め、基礎・基本の確かな定着

と個に応じた指導の充実を図る」の実現を、研究テーマ「教師と児童との信頼関係及び

児童相互のよりよい人間関係づくりの在り方～学校いじめ防止基本方針が機能する組

織づくりを通して～」を基に具現化を図っている。 

 

２ 背景 

  対処 

いじめ事案が発生したとき、児童のコミュニケーション能力や教職員との信頼関係が

十分に深まっていないために児童が自分の気持ちや意見を教職員に的確に伝えること

ができなかったり、教職員も知り得た情報が管理職に歪曲して伝わってしまったりする

ことで、適切な対応がとれないことがある。さらに、管理職への報告が遅れたり、担任

や学年主任の判断で初期対応にあたってしまったりと組織的対応がとれないことがあ

る。情報を正しく伝達できる体制づくりや組織的対応がとれるよう、生徒指導部を中心

とした校内の組織体制を見直すとともに、外部機関との連携体制についても見直す必要

がある。 

  早期発見 

いじめアンケートを月１回実施し、児童は教職

員に相談することはできるが「先生はきちんと話

を聴いてくれない」「解決に向けて取り組んでいな

い」と多くの児童が感じていることが分かった。ま

た、教職員は「相談できる体制づくり」や「情報共

有」が課題であると感じている。児童がいじめを訴

えやすいアンケートの実施方法を見直すととも

に、児童の相談に対して、真摯に傾聴できる教職員

の資質・能力の向上を図る必要がある。 

  未然防止 

コミュニケーションが適切にとれないことによる児童同士のトラブルが多く見られ、

いじめにつながる場合もある。また、授業においても自分の意見を適切に表現すること

ができず、協働する場面では周りの児童とうまく関われない児童も見られる。分かる授

業と積極的な生徒指導を基にし、日頃からペア・トリオ・グループ活動等を通して、児

童同士の人間関係づくりに配慮した教育活動を展開する必要がある。 

 

３ 担当者の声（生徒指導主事） 

 ・普段の児童観察やいじめアンケート等を通して、できるだけ早くいじめ事案を早期発

見するようにしているが、担任が一人（または学年）で対応してしまうケースがある。

どのような生徒指導事案においても、初期段階から組織的に対応するためには、どの

ような体制を構築すればよいのか･･･。 
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４ 研究の実際 

 

対処 生徒指導部を中心とした四つの組織的アプローチの構築 
 いじめ対応にあたり、生徒指導部を
中心に四つの組織を設置した。 
 保健・安全面からのアプローチを保
健主事を中心とした組織が担い、学級
へのアプローチを特活主任・道徳主任
を中心とした組織が担った。また、教
職員へのアプローチを研究推進委員
会･研究主任･教務主任を中心とした
組織が担い、いじめ調査等からのアプ
ローチをいじめ問題解消支援加配教
員を中心とした組織が担った。 
 これらの四つの組織が生徒指導部との連携を図り、いじめの未然防止、早期発見、対処
の取組を協働して行えるようにした。また、生徒指導部は、外部機関との連携についても
見直しを行った。 
 

早期発見 欠席状況確認のＩＣＴ化【保健主事を中心とした組織】 
欠席児童の把握と情報共有を図り、登校することが難しい

児童への迅速な支援を目指すため欠席状況確認をＩＣＴ化
し、健康観察アプリや電話連絡からの情報を集約した。 
その情報を基に、欠席しているが家庭から連絡がない児童

宅への家庭訪問を行い、児童の存在確認、児童の様子、家庭
環境等の把握に努めた。全教職員が同時に入力できるので、
情報共有の迅速化を図ることを目指した。 
児童の様子を把握することで、児童の不安や悩み、児童同

士のトラブルについても迅速に把握することにつなげるこ
とができた。 
 

未然防止 分かりやすい授業づくり 
【特活主任・道徳主任を中心とした組織】【研究主任･教務主任を中心とした組織】 

「未然防止のスタートは普段の授業づくりから」と考え、学
校全体で、児童一人一人が参加・活躍できる、分かりやすい授
業づくりをめざした。「令和の諸小スタイル」（本校の学習の
手引き）を活用し、学習習慣の確立を通して、全ての教科・領
域において一手間、一工夫を加えた授業づくりを実施した。 
また、自由に意見を発表し合える場面を設定し、友達と教え

合ったり、ＩＣＴを活用して考えを共有したりすることで、一人一人が参加・活躍できる
授業づくりを進めた。 
 
 

 

令和４年度 令和５年度 

４～８月 ９～12 月 １～３月 ４～８月 ９～12 月 １～３月 

児童と教職員による意識調査の結果から 
 

▼児童の意識調査       ▼第１回教職員意識調査 

  

・授業に対する児童の困り感

と教職員の意識が相関関係

にある。 

・授業づくりに向け、具体的な

手立てをもてるようにする

ことが今後の課題。 
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対処 教職員研修を生かして 【研究主任･教務主任を中心とした組織】 

児童の訴えに対し、適切に関わり対応できる教職員の資
質能力の向上を目指して、教職員研修を実施した。教育研
修センターの主査から、コーチングについて学んだ。最初
にアイスブレイクを取り入れ、和やかな雰囲気の中で研修
を進めることができた。いじめの被害・加害児童、不登校
児童への支援や学級の中で気になる児童への支援や声か
けについて学ぶことができた。 
教職員研修で学んだことを生かし、教職員の児童への声

かけ等、児童との関わりに変化が見られた。また、教職員同士で互いに支え合いながら児
童を支援する雰囲気が醸成され、児童に寄り添った対応をとれるようになった。 
 

早期発見 ＳＯＳの出し方 【特活主任・道徳主任を中心とした組織】 
 県教育庁学校教育部義務教育課生徒支援・いじめ対策推
進室の中・高生向けのＳＯＳの出し方に関するプログラム
を自校化し、小学生でも話し合えるようにした。「相談し
たい人」や「友達の相談にのる方法」について考え、２学
期から２学級（４・５年）をモデルに始め、さらに他の学
年や学級用にカスタマイズし、全ての学級で実践した。 
この授業を通して、教職員や保護者だけではなく、友達

にも相談しよう、相談にのろうという児童が増えた。 
 

未然防止 具体的な手立てを明確にした授業づくりへ 
【特活主任･道徳主任を中心とした組織】 

 学年初めに徹底した「令和の諸小スタイル」を基
に、分かりやすい授業づくりを１年通して実践し
た。しかし、授業づくりといじめの未然防止を結び
付けて考えることが難しいと考える教職員が見ら
れた。また、分かりやすい授業も教員主観のものと
なってしまう場合も見られた。 
そこで、児童から「学校が楽しいですか」「みん

なで何かをするのは楽しいですか」「授業に主体的
に取り組んでいますか」「授業がよく分かりますか」
の４項目について児童の声を集めた客観的指標を
基に教職員が話し合い、行動目標を立てるようにし
た。未然防止に向け具体的な手立てを明確にしなが
ら授業づくりを進めた。今後もＰＤＣＡサイクルで
授業づくりを進めることとした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和４年度 令和５年度 

４～８月 ９～12 月 １～３月 ４～８月 ９～12 月 １～３月 

第２回教職員意識調査の結果から 
 

 

 ・いじめを訴えやすい体制については、約86％の

教職員が「よく当てはまる」と回答し、早期発

見のための体制づくりができていると考えら

れる。さらに早期発見のために、いじめアンケ

ートの実施方法を改善する必要がある。  

・また、いじめの未然防止を強化するためには、

児童自身のいじめに向かわない力を育むこと

が重要であると考える。 
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対処 少しずつ組織的アプローチができるようになったが･･･ 
 生徒指導部を中心に四つの組織を設置し
たが、いずれもいじめ対応に特化した組織を
新たに編成したものではない。いじめ対応
は、生徒指導部を中心に校務分掌に沿って行
われるので、教職員には四つの組織が機能し
ているという実感はない。いじめ対応の基盤
は、重層的支援構造の「発達支持的生徒指導
・課題未然防止教育」である。しかし実際に
は、組織が実働するのは「困難課題対応的生徒指導」になっている現状である。本校の四
つの組織は、いじめの未然防止や早期発見に向けた組織だが、いじめの対処に比べると教
職員の未然防止や早期発見の意識は低く、これらについての組織間の連携が課題である。 

 

早期発見 欠席状況確認のＩＣＴ化は進んだが･･･【保健主事を中心とした組織】 
欠席状況確認のＩＣＴ化は進んだが、欠席

した児童に対してどのように支援したかに
ついては共通理解を図ることが難しかった。
常に多忙の中にある教職員に、「報告・連絡
・相談・確認」をＩＣＴの画面上で逐一行う
のは業務を滞らせてしまう。 
そこで、欠席状況確認をプリントアウト

し、管理職及び生徒指導主事が考える対応方
針を紙面上で各担任に伝達した。対応後の報
告については口頭で行った。このようにする
ことで、一人一人状況の異なる児童に対する支援がどのように行われたかについて共通理
解を図ることができた。 
ＩＣＴ化は進んだが、的確な情報共有のためには、やはり教職員同士のコミュニケーシ

ョンが不可欠であると再認識した。 

 

未然防止 さらなる未然防止に向けての行動目標のブラッシュアップ 
【研究主任・教務主任を中心とした組織】 

 各学年でいじめの未然防止のための行動目
標をブラッシュアップした。令和５年度は、
これを職員室内に掲示することで、普段の授
業における未然防止についての意識の定着を
図った。 
ＰＤＣＡサイクルで、見直し・点検してい

くことで、より具体的で実効性のあるものに
改善されるようになった。 

 

 

令和４年度 令和５年度 

４～８月 ９～12 月 １～３月 ４～８月 ９～12 月 １～３月 

第３回教職員意識調査の結果から 
児童に関する気付きを職員間で共有できるようにするには、どのようなことが必要だと思いますか。 

 

・「コミュニケーション」や「話しやすい」とい

うワードが見られることから、教職員間の日

々のコミュニケーションを大切にすることが

必要である。  

・報告・連絡・相談ができる体制づくりを見直

すことも重要である。 
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対処 いじめ防止のための校内体制再編【生徒指導部】 
 生徒指導部が中心となって、「いじめ防止のための校内体制」

を見直し、学校いじめ防止基本方針に追加した。これは、いじめ

事案が発生した際に、いじめの被害・加害児童、傍観者の児童そ

れぞれに対してどのように支援していくかをまとめたものであ

る。 

この方針に沿って支援していくことで、いじめの重大事態が
発生したとしても、教職員一人一人がより適切に対応できるよ

うにした。また、外部機関との連携についても明記することで、

具体的な対応をとれるようにした。 

 

早期発見 いじめアンケートの実施方法を改善 
【いじめ問題解消支援加配教員を中心とした組織】 

毎月１回いじめアンケート「ちょっと聞かせ

て」を行っている。しかし、周囲の目を気にし、

記入を拒む児童が高学年に見られた。古河市で

は３年生以上の児童一人一人に Chromebook が

配付され、いつでも家に持ち帰ることができる

ようになっているので、いじめアンケートの回
答を家庭でも行えるようにした。周囲の目を気

にせず回答することができるので、今まで以上

に詳しく回答できるようになった。また、欠席

している児童も回答できるようになったので、欠席の理由も把握できるようになった。 

 

未然防止 児童の人権意識を高めるために 【研究主任･教務主任を中心とした組織】 

いじめの未然防止を進めるためには、児童が

主体となって人権意識を高めることが大切であ

るため、すべての学級で人権コーナーを設置し

ている。これを委員会活動と連携し、いじめ防

止の「めあて」と「標語」を作成した。「めあて」を自分たちで立てたことにより、それ

らを達成するための活動に集中して取り組むなど、いじめの未然防止に焦点を当てた学級
が多くなった。 

また、「標語」についてはすべての児童から作品を募集したものを委員会の児童と担任

が、各学級一つの作品を選考した。どの学級も児童が主体となって活動したことによって、

人権意識が高まり、いじめの未然防止に努めようとする児童の姿が増えた。 

 

 

令和４年度 令和５年度 

４～８月 ９～12 月 １～３月 ４～８月 ９～12 月 １～３月 

児童と教職員による意識調査の結果から 
 

▼児童の意識調査     ▼第３回教職員意識調査 

 

・児童、教職員とも「だいたい当て

はまる」が減り、「当てはまる」

が増えた。 

・教職員が分かりやすい授業づくり

をすることによって、児童が授業

をよく分かるようになった。 

・今後も継続して、「分かりやすい

授業づくり」を進めたい。 
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対処 教職員コミュニケーション研修 【研究主任･教務主任を中心とした組織】 
 第３回教職員意識調査での、教職員間の情報共有のキ

ーワードである「コミュニケーション」「話しやすい」

等を受けて、教職員コミュニケーション研修を行った。 

生徒指導部を中心にした四つの組織の一つ「研究主任

・教務主任を中心とした組織」の経験豊富なメンバーが
ファシリテーターを担当した。グループワーク「ムシム

シ教室の席替え」と「まちがい探し」を実施した。この

ワークは実施中にコミュニケーションをとることによ

って目標を達成できるものである。学年やブロックの垣根を越えてグループ編成をしたが、

研修はたいへん盛り上がり、教職員間の雰囲気はさらに和やかになった。 
 

早期発見 欠席状況確認のアップデート 【保健主事を中心とした組織】 
欠席状況確認のＩＣＴ化により、迅速な欠席状況の共通理解が実現された。現段階では、

欠席した児童の一日の様子をすべて確認することはできないが、それでもできるだけ多く

の情報をできるだけ早い時間帯に把握したいという願いがある。 

そこで、欠席状況確認のデジタル上のシートに「何か記録するものがあれば･･･」や「そ

の他；直接入力するセル」の入力項目を追加した。最終登校日の日付や家庭訪問した際の

家庭の様子等を入力できるようにし、共通理解事項をさらに追加することで、より児童の
状態に寄り添った対応につなげられるようにした。 

 

未然防止 「ありがとう」を大切にする活動【研究主任・教務主任を中心とした組織】 
11月に設定した「ありがとう強化月間」では、本校

独自の常設委員会「もったいない委員会」が中心とな

って「ありがとうを大切にしないのはもったいない

ンジャー!!」を合言葉に動画を制作した。「ありがと
う」を大切にし、感謝の気持ちを伝える活動と意識の

高揚を図った。 

それに関連させ、１月には、すべての学級で「友だ

ちのいいところさがし」や「ほめほめシャワータイ

ム」等、児童の自己有用感の育成や各学級での居場所

づくりのために、「ありがとう」を伝える活動を帰りの会等で行った。この活動を「ほっ
ともっとコーナー」や「心の声コーナー」等、人権教育と関連させて教室に掲示した。 

これらの取組により、児童の自己有用感や人権意識の高揚が見られた。 

 

 

令和４年度 令和５年度 

４～８月 ９～12 月 １～３月 ４～８月 ９～12 月 １～３月 

第４回教職員意識調査の結果から 
 

▼第１回と第４回の未然防止についての取組の変容 

 

 ・二年間の実践を通して、いじめ

の未然防止の取組についての

意識が高まった。 

・特に未然防止への意識をもった

授業づくりが見られるように

なった。  
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５ 研究のまとめ 

  対処 

【生徒指導部】 

   いじめの疑いのある事案に対し、教職員が学年主任、生徒指導主事、教務主任、教

頭、校長へと迅速に報告し、組織で対応することができた。また、いじめの認知件数

は令和４年度124件から令和５年度107件（12月末現在）となり前年度比17件減となっ

た。 

いじめ事案が発生した際、学校いじめ防止基本方針の下、いじめの被害・加害児童、

傍観者の児童から的確に事実確認ができるようになり、適切な対応をとることができ

た。また、いじめ加害児童、傍観者の児童への指導では、いじめは人権侵害であるこ

とを指導し、互いのよさを認め合うことの大切さやよりよく生きていくためには何を

すればよいか等、児童に寄り添いながら考えられるよう支援することができた。さら

に生徒指導部を中心に外部機関との連携も具体的に示すことで、外部機関と連携した

適切な支援ができた。 

【研究主任・教務主任を中心とした組織】  

 教職員研修の実施により、いじめ事案や生徒指導案件についての情報共有の際、的

確に管理職や生徒指導部会に伝達することができるようになった。 

些細な生徒指導案件においても、教職員同士で互いに支え合いながら児童を支援で

きる雰囲気が醸成され、児童に寄り添った対応をとれるようになった。さらに管理職

への報告も迅速化し、些細なことでも初期段階から組織的対応がとれるようになった。 

 

  早期発見 

【特活主任・道徳主任を中心とした組織】 

ＳＯＳの出し方に関するプログラムの実践を通して、教職員や保護者だけではなく

友達にも相談しよう、相談にのろうという児童が増えた。困っている友達がいたら、

声をかけたり、手を差し伸べたりする等、児童同士で積極的に寄り添い、支え合う場

面が見られるようになった。 

また「相談できる体制」や「情報共有」が確立し、さらに児童の相談に対して真摯

に傾聴できる教職員の資質・能力の向上が見られた。学校評価アンケートの質問項目

「教師と児童との信頼関係、児童理解等」においては肯定的な回答が約82％を占めた。 

【保健主事を中心とした組織】 

   欠席状況確認のＩＣＴ化によって、一人一人の経過を把握することができ、多くの

教職員の目で児童の変化や違和感を早い段階で気付くことに役立った。今後は、さら

に早期発見や適切な初期対応に生かせるシステムの設定・バージョンアップを行い、

より迅速な対応ができるようにしたい。 

   

  未然防止 

  【研究主任・教務主任を中心とした組織】 

すべての学級において「令和の諸小スタイル」の下、分かりやすい授業づくりを進

めた。児童同士のコミュニケーション力や児童の表現力の向上など、未然防止の視点

を一人一人の教職員がもつことにより、学級の支持的風土が醸成されたようである。 

未然防止の取組をＰＤＣＡサイクルで見直し、点検することで、児童の実態を考慮

しながら具体的な行動目標につなげることができた。いじめ等の未然防止において、

普段の授業づくりが大切であることの意識が高まった。 
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本校の学校いじめ防止基本方針が機能する組織図（令和５年度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

は、主に 対 処 について 

は、主に早期発見について 

は、主に未然防止について 

 

 

 

欠席状況確認（ICT 化） 
デジタルシティズンシップ研修 

配慮を要する児童の共通理解 

メンタルヘルス・ストレス解消授業  

児童アンケート「ちょっと
聞かせて」 
定期教育相談の実施 

授業づくり・学習規律の徹底 
人権メッセージ 
構成的グループエンカウンター 
道徳の充実・情報モラル教育 

学校いじめ防止基本方針 
校内研修の開催 

教職員調査 
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東海村立東海南中学校の実践 

 

１ 学校の概要 

本校は、生徒数590人（令和５年度）の中規模校である。学区内の新たな住宅地の造成、

原子力関係の施設に勤めている保護者が多いこともあり、他地区や県外、海外の転出入

がある。 

  本校の教育目標は、「自分の可能性に挑戦し、創意をもって未来を切り拓く生徒の育

成」である。令和５年度は「生徒の自治的な活動を中心に据えた教育活動の展開」を重

点として取り組んだ。 

 本校は、明るく素直で、授業や生徒会活動、学校行事、部活動に対して、積極的に取

り組む生徒が多い。しかし、友人間のトラブルをきっかけに、別室登校や不登校傾向に

なった生徒や、集団生活や進路に対する不安から、登校をしぶる生徒がおり、不登校生

徒が増加傾向にある。人間関係の悩みや友人間のトラブルから、いじめへと発展するケ

ースもある。 

 

２ 背景 

  対処 

教職員アンケートより「情報共有の時間不

足」「組織内の連携不足」が課題として挙がっ

ており、時間の確保および、学年・学校全体の

連携を図る必要がある。いじめ防止対策委員会

が、いじめ事案が発生した際にのみ開かれてい

る状態であり、組織として定期的に実施してい

く必要がある。 

  早期発見 

生徒アンケートより「困りごとや不安がある

ときに、先生や学校にいる大人にいつでも相談

できるか」の質問に対して約38％の生徒が否定

的に答えており、相談しづらいと感じている。

相談しやすい体制づくりを構築していく必要

がある。 

  未然防止 

生徒アンケートより「自分にはよいところ

があると思うか」の質問に対して約20％の生

徒が否定的に答えており、２割の生徒が自己

肯定感が低いという結果となった。生徒の自

己肯定感が向上する取組を行い、未然防止へ

とつなげていく。 

 

３ 担当者の声（生徒指導主事） 

・担任や一部の関係教職員の負担が大きくなる傾向がある。組織的な対応を取れるよう

にしていきたい。  

自分にはよいところがあると思うか 
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４ 研究の実際 

対処 情報共有および職員間の連携 

教職員アンケートより挙がっていた「情報共有の時間不足」

「組織内の連携不足」を解消するため、企画会・運営委員会

で検討した結果、隔週でいじめ防止対策委員会を実施し、定

期的に情報共有が行えるようにした。生活アンケートと教育

相談、いじめ防止対策委員会を２週間の中で回していき、定

着化を図った。共有時間の確保に課題があったが、帰りの会

の時間帯に実施することで、いじめ防止対策委員会メンバー

の各主任と管理職が集まることが可能となり、時間削減へと

つながった。 

 

早期発見 相談しやすい体制づくりの構築 

教育相談部・学年生徒指導部を中心に、相談体制として、オンライン相談窓口を設置し

た。生徒の端末のデスクトップ上にショートカットを設置することで、いつでも悩みや相

談を伝えることができるようにした。また、定期的に生徒の様子を把握するために、隔週

で生活アンケートを実施した。内容は、学習面や友人関係の悩み、いじめに該当するよう

な行為が、自分や周囲の生徒にあったかについて回答するものとした。どちらも生徒が話

しやすいよう、相談したい教職員を記入できるようにした。相談希望があった教職員から

該当生徒に声をかけ、教育相談を行っている。効率化を図るために、Microsoft Forms や

Google フォームを活用し、短時間で入力できるようにした。 

 

未然防止 生徒の人間関係の構築を 
学級活動部が中心となって年間計画を作成し、各学級で月１回、構成的グループエンカ

ウンターを行い、人間関係の構築を図った。まずは教職員でエクササイズを体験して共有

化し、実施したエクササイズは、職員室内の「校内研修コーナー」でいつでも確認できる

ようにした。教職員が実際に体験したエクササイズをもとに、計画的に構成的グループエ

ンカウンターを取り入れた。 

令和４年度 令和５年度 

４～８月 ９～12 月 １～３月 ４～８月 ９～12 月 １～３月 

第１回教職員意識調査の結果から（令和４年９月実施） 

 ・２割の教職員が、いじめに対する体制

が十分だとは思っていない。 

・生徒が相談しやすい体制を整えていく

必要がある。 

 80%

20%

当てはまる

どちらかと言えば当てはまる

どちらかと言えば当てはまらない

当てはまらない

学校は定期的なアンケート調査や教育相談の実施等によ

り、児童生徒がいじめを訴えやすい体制を整えている。 

木 帰りの会でアンケート入力

金

土

日

月

火

水

木
いじめ防止対策委員会で情報共有

関係職員への指示・アドバイス

金

土

日

月

火

水

生徒対応

　　学校で入力しづらい生徒は

　　家庭で入力

該当する生徒に教育相談・対応

（緊急を要するものは即日対応・報告）
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対処 対処の視覚化および基本方針の改定 

いじめ防止対策委員会で検討し、いじめ認

知までとその後の動きを視覚化したフロー

チャートを作成した。校内での基本的な連絡

体制や対応する際の動き、今後の流れがつか

めるようにした。各関係機関との連携や連絡

体制についても視覚化した。また、年度末に

向けて、いじめ防止基本方針の改定を図り、

警察と連携したいじめの対応について追記

した。 

 

早期発見 教育相談体制および 

年間計画の見直し 
 

教育相談部を中心に、定期的な教育相談の

実施計画や令和４年度の体制について見直

しを行った。令和５年度の年間計画を立て、

Ｑ-Ｕの結果が出る時期や、学校行事を踏ま

えながら次年度の計画を立てた。また、２学

期以降の隔週の相談体制が軌道に乗ってきた。そこで、令和５年度も引き続き、隔週のア

ンケートから希望者や悩みのある生徒に対しての教育相談を続けていくこととなった。 

 

未然防止 よりよい人間関係の育成へ 
 

校内研修の各部からの計画を受け、よりよい人間関係の育成

に力を入れた。ピア・サポート活動を土台とした特別活動の実

践を通して、教育相談の手法を用いた学級活動を実践した。ピ

ア・サポート活動を継続することで、より多くの生徒が自分の

考えを表現できるようになり、主体性の高まりを感じるように

なってきた。 

 

 

令和４年度 令和５年度 

４～８月 ９～12 月 １～３月 ４～８月 ９～12 月 １～３月 

第２回教職員意識調査の結果から（令和５年３月実施） 

 
  ・すべての教職員がいじめを訴えやすい

体制が整っていると回答した。 

・隔週のアンケートや、教育相談の体制、

いじめ防止対策委員会の定期的な実施

が軌道に乗ってきたと考える。 

 
 

100%

当てはまる

どちらかと言えば当てはまる

どちらかと言えば当てはまらない

当てはまらない

学校は定期的なアンケート調査や教育相談の実施等によ

り、児童生徒がいじめを訴えやすい体制を整えている。 
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対処 別室教室「ステップ」およびオンライン授業配信を開始 
 

いじめ防止・不登校対策委員会で検討し、様々な悩みで

教室に入りづらいと感じている生徒の居場所づくりを目的

に、年度末、年度始の長期休業期間の職員作業で部屋を改

装し、別室教室を整備した。教室への復帰の足がかりとな

るよう名称を「ステップ」とした。また、オンラインで授業

配信を行い、ステップや家庭でも視聴して学習できるよう

にした。 

早期発見 相談しやすい体制を目指して 

令和３・４年度入学生を対象として、アンケート

の比較を行った。「困りごとや不安があるときに、

先生や学校にいる大人にいつでも相談できるか」

という質問に対して、肯定的に答えた生徒は、「令

和４年度 約62％」から「令和５年度 約69％」と

約７％増加した。１年間の取組が効果的に働いた

と考える。今後も一人一人の悩みや不安に寄り添

う相談体制の充実を図り、生徒指導部が中心となり、意図的、計画的に教育相談を実施し

ていくことにした。 

未然防止 よりよい人間関係づくりを目指して 

「自分にはよいところがあると思うか」という

質問に対して「令和４年度 約80％」から「令和

５年度 約83％」と約３％の増加が見られた。夏

期休業中には、茨城大学協力の下、大学教授によ

る「学校教育におけるピア・サポート」と「グル

ープワーク」の校内研修を行い、２学期以降の授

業で活用した。 

 

 

令和４年度 令和５年度 

４～８月 ９～12 月 １～３月 ４～８月 ９～12 月 １～３月 

第３回教職員意識調査の結果から（令和５年５月実施） 

  
 
 

 

・いじめの未然防止に取り組む

意識は高いが、難しさを感じて

いる教職員もいる。  

・ＳＮＳ等、学校外での対応に苦

慮する件も多く見られる。 

 
 

75.6%

24.4%

当てはまる

どちらかといえば当てはまる

どちらかといえば当てはまらない

当てはまらない

あなたは、学校の教育活動全体を通じた道徳教育や人権教

育の充実、体験活動などの推進により、いじめの未然防止に

取り組んでいる。 

自分にはよいところがあると思うか 
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対処 関係機関・専門スタッフ・外部機関との連携 
 

関係機関との情報・行動の連携をさらに図っていけるよう各機関と情報共有を行った。

校内では、生徒指導部を中心に、いじめ解消支援員や学級担任が積極的に関われるように、

スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーとの面談などをした。外部機関では、

村の教育支援センターの訪問や子育て支援課への協力依頼、児童相談所や警察、医療機関

との情報共有など、各機関と連携を図った。 

 

早期発見 意図的、計画的な教育相談 

オンライン相談窓口、隔週のアンケートからの教育相談が軌道に乗り、相談体制も整っ

てきた。アンケートからの教育相談以外にも、１年間の中で６月、11 月、２月と全生徒対

象の教育相談期間を設け、生徒の声を直接聴く場面を設定した。気になる生徒に対しては、

教職員側から意図的に声を掛け教育相談を実施した。また、いじめ問題解消支援員を中心

として、校内で気になる生徒の共通理解を図り、早期発見へつながるようにした。 

 

未然防止 未然防止へ向けた講座およびピア・サポートプログラムの実施 

よりよい人間関係づくりを中心に行うと同時に、さらにいじめ問題に対する意識を高め

るために生徒指導部の企画で、外部から講師を呼び、様々な講座を行った。「ＳОＳの出

し方講座」「県警察非行防止教室」「スクールロイヤーによるいじめ防止教室」「ゲート

キーパー養成講座」を生徒の発達段階に応じて実施し、様々な機関の専門家からの話を聴

くことで生徒の意識付けを図った。 

学級活動部で、ピア・サポートプログラ

ムの年間計画を立て、四つの領域（自己に

関わる、他者に関わる、課題に関わる、危

機に関わる）について、ロールプレイング

などを通し、様々な対処の仕方を学んだ。

生徒は、サポーターとしての心構えや技能

を取得することができた。また、「ＦＥＬ

ＯＲ」という、「相手の顔や表情をしっか

りと見る」「相手の目線を穏やかに見守る」

「少し身を乗り出すように話を聴く」「胸

を開き心を開いた姿勢をとる」「リラックスした気持ちで聴く」ことの五つの積極的な話

の聴き方を、全ての教科で取り入れて授業を行った。これらの取組によって、自分の気持

ちや思いを躊躇せずに伝えることができるようになってきた。生徒同士の関わり合いが増

えたことで、授業外でも話しやすい環境ができ、悩みを友達に相談したり相談を受けた生

徒が教職員に相談内容のアドバイスを求めたりするなど、相談方法の幅が広がってきた。  

令和４年度 令和５年度 

４～８月 ９～12 月 １～３月 ４～８月 ９～12 月 １～３月 
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対処 いじめの対処についての再確認 
 

いじめに係る相談や通報を受けた際の動きについ

て再確認した。令和５年度のいじめ問題に関する通

知文や校内の現状を全教職員で確認し、令和６年度

の学校いじめ防止基本方針改定へ向けて準備を行っ

た。教職員意識調査で以前見られた「不足」という言

葉がなくなり、教職員間や生徒間のコミュニケーシ

ョンを図ることが重要視されるようになった。 

 

早期発見 相談しやすい体制づくりを進めて 

生徒に再度アンケートを取り比較を行っ

た。「困りごとや不安があるときに先生や学

校にいる大人にいつでも相談できるか」と

いう質問に対して、肯定的に答えた生徒の

割合は、本研究を始めた当初は約62％であ

ったが、約73%となり、より多くの生徒が大

人に相談できるようになってきた。 

 

未然防止 よりよい人間関係づくりを継続し、自己肯定感の向上へ 

人間関係づくりを継続して行っている。「自

分にはよいところがあると思う」と肯定的に

答えた生徒の割合は、当初約80％だったもの

が約87％まで伸びてきた。ピア・サポートを土

台としたよりよい人間関係づくりの効果が少

しずつ現れてきていると考える。 

 

 

令和４年度 令和５年度 

４～８月 ９～12 月 １～３月 ４～８月 ９～12 月 １～３月 

第４回教職員意識調査の結果から（令和６年１月実施） 

   

・第３回の意識調査より、わずかだが未

然防止に対する取組の意識が高まった

結果となった。 

・様々な活動から未然防止につなげてい

けるよう、人間関係づくりにさらに力

を入れていきたい。 

 
 

あなたは、学校の教育活動全体を通じた道徳教育や人権教育の充実、

体験活動などの推進により、いじめの未然防止に取り組んでいる。 

81%

19% 当てはまる

どちらかといえば当てはまる

どちらかといえば当てはまらない

当てはまらない

自分にはよいところがあると思うか 
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５ 研究のまとめ 

  対処 

学年毎に取組を振り返った際に、「隔週のサイクルをつくることで、情報収集から対

応するまでの流れができ、組織的な対応ができた」「短いスパンでの定期的な情報収集

ができ、情報共有がやりやすくなった」など、以前より改善が見られたという意見が出

た。見直しを図りながら、次につなげていきたいと考える。隔週のサイクルをつくった

ことで、いじめ防止対策委員会が定期的に実施されるようになり、事実関係の共有や問

題への対応が迅速に行えるようになった。また、いじめに関する事案が発生した際には、

フローチャートに従い複数で組織的に対応していけるようになった。さらに、専門スタ

ッフや関係機関との連携を重視し、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカ

ーと関係教職員との面談を行って、情報共有・行動連携を図った。村教育委員会を中心

として、村の教育支援センターや子育て支援課とも情報共有を密に行ったり、児童相談

所や警察とも情報交換を行ったりしている。これらのように、学校いじめ防止基本方針

を基にして、以前より組織的に動くことができるようになった。 

 

  早期発見 

   定期的なアンケートによる情報収集や教育相談、いじめ防止対策委員会の実施により

早期発見につながるなど、一定の効果が感じられる。オンライン相談窓口や、隔週の生

活アンケートの実施により、問題が長期化する前に相談できるようになってきたことが

大きく影響していると考える。令和３・４年度入学生を対象として、２年間分のアンケ

ートの比較を行ったが、「困りごとや不安があるときに、先生や学校にいる大人にいつ

でも相談できるか」という質問に対して、「当てはまる・どちらかといえば当てはまる」

と答えた生徒が、約11％も増加した。相談しやすい体制が整い、２年間の取組が大きな

成果となったと考える。今後は、相談ができない生徒や、アンケートに書くことができ

ない生徒に対して、どのようにアプローチしていくかが課題としてある。また、観察等

で生徒の様子を捉えられるよう、教職員の資質向上も必要である。 

 

  未然防止 

自己肯定感を高めるために、生徒主体の活動も意識して多く取り入れてきた。生徒ア

ンケートの結果から、「自分にはよいところがあると思う」という質問に対して、肯定

的に答えた生徒が、この２年間で約７％増加した。主な取組として、よりよい人間関係

づくりを行うために、構成的グループエンカウンターを取り入れた。計画的に特別活動

の中で実施したことで、他者理解・自己理解を深めることにつながった。また、ピア・

サポート活動を進めてきた。年間を通してピア・サポートプログラムを計画的に実施し、

サポーターとしての心構えや技能を習得できるようにした結果、年度当初みられた友人

関係でのトラブルも減っていき、生徒同士の会話や関わりが授業の中や授業以外の時間

も増えてきた。今後も、自己肯定感の向上につながる生徒の活動時間を増やし、継続し

て行っていくことが必要だと考える。 
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本校の学校いじめ防止基本方針が機能する組織図（令和５年度） 

 

○ 校内の組織について 

 ・校内研修の組織を中心に、ピア・サポートによる未然防止に向けた活動を全教職員で

行っている。 

 ・学校いじめ防止基本方針を基に、情報共有から対処まで複数の教職員で取り組んでい

る。 

 ・校内の組織や設備で改善点がある場合は、学校改革プロジェクトチームで改善を図っ

ている。 

 

○ 各機関との連携 

 ・外部機関との窓口は、教頭・生徒指導主事を基本としている。 

 ・関係機関の職員や専門スタッフとの定期的な訪問、面談、情報交換を行っている。 

 

○ いじめに関する記録について 

・いじめ実態調査の保存年数は７年としデータでも可としている。気になる児童生徒は、

10 年程度の保存としている。生徒指導部員会記録は７年としている。データ保管の場

合はパスワードを設定し、個人情報の管理を行っている。 

・学校日誌には校長、教頭のいじめに関する指導事項を朱書きで記録している。 

・村内共通の面談調査シートや、経過観察シートを用いて記録を行い、関係機関との情

報共有の際に使用している。 
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常陸太田市立太田中学校の実践 

 

１ 学校の概要 

  本校は、常陸太田市の中心に位置し、西山荘、西山公園や梅津会館など歴史と伝統の

ある地域にある。教職員数27人、生徒数171人で、太田小学校と誉田小学校の２校を学区

にしている。常陸太田市は「子育てにやさしい町」として北関東で１位を獲得した市で、

県外からの転校生も増加傾向にある。 

  本校の教育目標は「夢や志をもち、明るく、たくましく生きる生徒の育成」である。

本校生徒は素直で挨拶ができ、規範意識も高く、きまりを守って生活することができて

いる。また、「すすんで挨拶をする」「時刻を守って行動する」「思いやりの心をもつ」

という、太中プライド３つの実行を掲げ、生徒会が中心となり挨拶運動や委員会活動、

地域行事への参加を行っている。しかし、主体性に欠け、自己有用感が低い生徒、コミ

ュニケーションに不安を抱える生徒も見られ、不用意な言動により、いじめに発展する

こともあった。 

  そこで、令和５年度は「関わり 高め合う － 心の教育と自律 －」を組織目標に

掲げ、生徒の自治力や自浄力を生かした教育活動の推進を図り、学校組織力の強化とと

もに、生徒会と連携して魅力ある学校づくりを目指し取り組んできた。 

 

２ 背景（課題） 

  対処 

・問題発生時、組織を十分に生かせず、学年対応になってしまうことがあった。 

・教職員のいじめ防止対策推進法に関する理解が不十分であり、適切な対応がとれな

いこともあった。 

  早期発見 

・いじめ事案の発見が、被害生徒からではなく、保護者や第三者からが多く、特に、

ＳＮＳ事案では、問題が大きくなってから相談する生徒が多い。 

・いじめの認識に教職員の差があり、早期発見が遅れることがある。 

  未然防止 

・コミュニケーション力不足による生徒間の人間関係づくりに課題がある。 

・不用意な言動からいじめになり、被害者と加害者が固定化している。 

・メディア講習会を開くなど、具体的な指導を継続的に行っても、ＳＮＳ等での問題

行動が見られる。 

 

３ 担当者の声（生徒指導主事） 

  ・「学校いじめ防止基本方針」を形骸化せず、組織が守るべき重要なものとして教職

員が共通認識をもちたい。 

  ・生徒が教職員に相談したり、共に課題解決を目指したりできるような信頼関係の構

築を目指したい。 

・これまで以上に教職員一人一人が組織の一員である自覚をもち、校長を中心とした

組織として、生徒から発せられた違和感を素早く察知し、いじめの早期発見や未然

防止ができるようにしたい。 
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４ 研究の実際 

 

対処 スクールロイヤーを活用したいじめ対応についての教職員研修 
全教職員を対象にいじめ対応について、法律事務所の弁護士を招き事例を交えながら研

修を行った。本校の具体事例を交えて事例検討を行い、正しい対応なのか、やりすぎてい

ないかなどの疑問について法的な視点で弁護士からアドバイスをもらい、自信をもって生

徒指導や保護者対応を行えるようにした。 

 

早期発見 生徒の実態調査及び教職員の「いじめ認識」意識調査 

 ・毎月の生活アンケートの内容を見直し、生徒の実態をつかみやすくした。 

 ・「ＳОＳの出し方に関する授業」を全学級で行い、助けを求めることの大切さを学習

した。 

 ・いじめの認識が教職員によって違いがあること、指導への温度差があることを全教職

員で確認した。また、早期発見のために、いじめ認知は組織で行う重要性を再確認し

た。 

未然防止 全生徒に「いじめ」について学習する機会を設定 

 ・茨城県メディア教育指導員を招いて、リモートで全体授業を行った。 

 ・スクールロイヤーを招いて、「いじめ予防教室」をリモートで実施した。 

 ・学校いじめ防止基本方針を利用した授業を全学級で実施した。 

  いじめの未然防止教育として、「いじめとは他人のことを深く傷つけその人の人生に

大きな影響を与える卑劣な行為である」ことを再度学習し、どんな場面でいじめが起

きやすいかを生徒が学習する機会を多く取り入れた。 

 

 

 

 

 

 

令和４年度 令和５年度 

４～８月 ９～12 月 １～３月 ４～８月 ９～12 月 １～３月 

教職員の「いじめ認識」意識調査 
 いじめ事案 18 項目、対処方法８項目、よりよい組織対応について４項目の意識調査を全

教職員に行い、以下のことが分かった。 

・いじめ事案の項目において、教職員間でのいじめの認識に差があること。  

・対処方法の項目では、管理職、学年主任、生徒指導担当への報告のタイミングがバラバラ

であること。 

〈今後の対策案〉 

・教職員の普段のコミュニケーションや生徒のコミュニケーション力の向上 

・いじめを組織で対応することの重要性をさらに意識化する。 

・生徒と教職員の信頼関係の構築をする。 

・居心地のよい学級づくりや校則の見直しをする。 
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対処 これまでの取組から学校いじめ防止基本方針の改定 
これまでの学校いじめ防止基本方針をいじめ防止対策委員会が、生徒の行動計画や客観

的指標、教職員の啓発行動を現状から見直した。これまでは抽象的な表現が多かったもの

を実効性のあるものとして改定した。 

 【改定前】 

正義が通る学校 対人交流能力育成 生徒活動の支援 いじめ防止の啓発 

 弱い者いじめや卑

怯なふるまいをしな

い、見過ごさないこ

とに組織的に取り組

む。 

 
 

 豊かな情操と道徳

心を培い、心が通う

対人交流能力の素地

を養うため、すべて

の教育活動を通じた

道徳教育及び体験活
動等の充実を図る。 

 保護者並びに地域

住民その他の関係者

との連携を図りつ

つ、いじめ防止に資

する。生徒が自主的

に行う生徒活動に対
する支援を行う。 

 いじめ防止の重要

性に関する理解を深

めるための啓発等、

必要な措置として、

各教科・領域を通し

ての啓発、人権作文
等を実施する。 

【改定後】 

正義が通る学校 対人交流能力育成 生徒活動の支援 いじめ防止の啓発 

 生徒の実態を掴む

ため、アンケートや

教育相談を月１回行

い、生徒理解に努め、

いじめを許さない指

導や未然防止に努

め、安心で安全な学

校をめざす。 

 コミュニケーショ

ン力の低下から人と

の交流が困難な生徒

が増えて来ているの

で、道徳教育の充実

や部活動や体験活動

などの経験からより

よい対人関係を構築

する力を身に付けら

れるようにする。 

 教職員は学級や部

活動内でのいじめの

指導及び信頼関係の

構築に努め、相談し

やすい環境を作る。

いじめは許さない姿

勢を生徒会組織を中

心として発信できる

ように支援する。 

 専門家（メディア

教育指導員、スクー

ルカウンセラー、ス

クールロイヤー）を

積極的に活用し、教

職員とは違った視点

から指導及び啓発を

行う。 

 ○指標となるものとして、Ｑ-Ｕアンケート、生活アンケートを活用し、具体的な数値で

客観的に見とれるものと再度明記した。 
 

早期発見 学校いじめ防止基本方針の点検・見直し、令和５年度へ 

３月にいじめ防止対策委員会で検討をし、指標となる「生活アンケート」の内容を再

考し、生徒がより具体的に考えて答えられるよう項目を見直した。 

 

未然防止 ＰＤＣＡサイクルの視点をもった学校運営 

令和４年度の未然防止の取組を継続し、生徒と教職員の信頼関係を構築し、不安や悩

みを相談しやすい環境をつくる。そのために年間を三つに分け、教職員の取組をＰＤＣ

Ａサイクルの視点で計画、実行、見直し、改善を行い、無理なく継続的に組織が機能す

るよう生徒指導部で検討し、全教職員に周知した。 

令和４年度 令和５年度 

４～８月 ９～12 月 １～３月 ４～８月 ９～12 月 １～３月 
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対処 学校いじめ防止基本方針の周知徹底 
４月の職員会議で「学校いじめ防止基本方針」について説明し、令和５年度は、いじめ

の未然防止・早期発見に力を入れるために「互いに認め合う集団づくり」「主体的な特別

活動の充実」「道徳教育の充実・キャリア教育の推進」「教育相談の年間計画の位置づけ」

「職員研修の充実」を５本柱として位置付けた。また、学校いじめ防止基本方針の中に具

体的な対応について記載し、いじめの疑いのある場面の教職員の行動についてフローチャ

ート化したものを提示した。 

 

早期発見 ＰＤＣＡサイクルでの生徒指導体制の見直しと改善方法の周知 

「組織として取り組むこと」を生徒指導部が全教職員に周知し、若手からベテランまで同

じ視点で学級・学年・行事を運営することを確認した。生活アンケートを基盤としてＱ-Ｕ

アンケートなどを見直し、客観的指標の改善を図ることにした。 

 

 ・４月～７月は「互いに認め合う集団づくり」を目的に実践計画を作成した。その際、

生徒指導部が学級や行事予定を整理し具体的に学校全体の行動目標を設定した。 

 ・１年間を通しては、生徒との関わり方など学校として統一すべき事項を作成し、個人

でチェックすることにした。 

 ・毎月の生活アンケートを見直し、生徒が学校生活に充実感を感じているかなど客観的

な指標として活用できる内容に見直した。 

 ・８月にこれまでの取組をチェックするとともに、生活アンケートやＱ-Ｕアンケートか

ら９月からの目標を立て直した。 

 

未然防止 ９月からの実践計画の見直しと模索 
４月の生活アンケートでは、「人の役に立っている」と感じる生徒が少なかったが、５

月の体育祭や６月の修学旅行など行事を終えるにつれて自己有用感が向上した。また、４

月～７月は、相談者に教職員を選ぶ生徒が少なかった。実際に７月の段階で全体の約33％

ほどであった。いじめ防止対策会議では、「友人・保護者が優先されるため教職員が選ば

れないだけではないか」という意見もあった。９月からの指標には、早期発見をしやすい

状況にあるのかをより見やすくするために「相談しやすい先生はいますか」という項目を

付け加えた。 
また、教職員のアンケートでは、「主体的な部活動」「周りの教職員と同じ視点での指

導」にやや不安をもつ教職員がいることが分かった。また、「定期教育相談の丁寧な実施」

に「できない」とした教職員がいた。特に、時間がなく丁寧に実施できたかやや不安があ

ったとしていることを理由に挙げている。 

このことを踏まえ、生徒指導部では、再度「互いを認め合う学級づくり」を継続目標と

して、教職員と生徒との信頼関係の構築、生徒の主体的な活動に力を入れて実施計画を立

てることにした。 

 

  

令和４年度 令和５年度 

４～８月 ９～12 月 １～３月 ４～８月 ９～12 月 １～３月 
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対処 教職員研修の方法を改善 
「生徒がより安心して学校生活を送るために」をテーマに教職員研修を実施した。研修

方法はメンター方式で教職員を四つに分け、二つの事について検討した。一つは、客観的
指標から見える生徒の実態と課題から改善策を検討した。もう一つは、再度、生徒指導部

で学校いじめ防止基本方針の三本柱から見る課題と改善策を検討した。 

〈生徒の実態と課題〉 

 ・人間関係が固定化していて、問題が起きると孤立しやすい。 

 ・思い込みでトラブルになる。 

 ・悩みの解決を親に委ねることが多い。 

 ・物事の善し悪しをあまり考えず、周囲に流される生徒が多い。 

〈学校いじめ防止基本方針の課題〉 

・ＳＮＳによるいじめの発見から対応までの具体的な参考例を入れて活用しやすくして

ほしい。 

以上のことから、11月、12月の実施計画を「生徒間、教職員間の交流強化と自己肯定

感を育む授業改善」をテーマに策定し直し実践した。また、「学校いじめ防止基本方針」

もＳＮＳ対応の項目に具体的対応例を記載するなどの改定をした。 

〈実践計画の見直し１「互いを認め合う集団づくりの強化」〉 

 ・行事、部活動において、生徒の思いや自主性を重んじ、主体的な活動を全教職員で支

援する。（担任、顧問、学年間の連携強化） 

〈実践計画の見直し２「教職員研修の充実」〉 

 ・スクールロイヤーの研修による法的根拠といじめへの理解強化 

〈実践計画の見直し３「教職員間の連携強化」〉 

 ・いじめを疑った際の対応について、再確認と報告、連絡、相談、確認、記録の徹底 

 

早期発見 組織として「教育相談力」向上をねらう施策 
〈生徒の「相談しやすい環境の構築」〉 

・定期教育相談を計画的に実施し、「はい・いいえ」で答えられる選択肢が用意されて

る質問だけではなく、自分の考えや思いを引き出すことができる質問で生徒と接す

る。 

・発達支援アプリ（プリン）の導入に向け、市教委と使用方法を検討する。 

・スクールカウンセラーの研修による教育相談に関する資質向上、より深い生徒理解 

・三つの言葉かけの徹底（どうしたの？どうしたいの？先生にできることある？） 

未然防止  生徒のコミュニケーション力向上をねらって 

・道徳教育の充実（道徳的価値を高めるため、中心発問、補助発問の役割を研修する） 

 ・構成的グループエンカウンターを学級活動に取り入れる。 

 ・授業で話す場面を増やし、自己肯定感を高める認め方をする。 

 ・異学年交流や自主的な体験活動を増やす。（委員会・スポーツ大会） 

令和４年度 令和５年度 

４～８月 ９～12 月 １～３月 ４～８月 ９～12 月 １～３月 
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対処 学校いじめ防止基本方針・学校生活アンケートの見直しと検討 
令和５年度の客観的指標は、生活アンケートを中心にして、Ｑ-Ｕアンケートや生徒と保

護者を対象とした学校生活アンケートであった。生活アンケートは、学校の生活を５段階

で振り返るもので、学校生活に関する基本事項 10 項目と悩みや相談に関して２項目、いじ

めに関して２項目ある。令和６年度は、再度生活アンケートの内容を整理する予定である。

実施回数は、「毎月になると生徒も慣れが生じ、信憑性に欠けてしまうのでは」との教職

員の意見もあったので、定期教育相談の時期に合わせる方法を運営委員会、生徒指導部員

会で検討している。 

 また、令和５年度４月から行ってきた「学校いじめ防止基本方針の行動目標に行事の実

践計画を入れる取組」は次年度以降も実施できるよう、３月の職員会議で提案していこう

と考えている。 

 

早期発見 教職員の生徒理解強化 

市教育委員会と連携しＱ-Ｕアンケートに代わる新たな指標として、生徒理解のための

総合調査「シグマ」を11月に１学年、２学年生徒対象に実施した。これは、生徒個人の心

理状況や発達状況、家庭環境、学校環境を調査し、いじめを受けていたり、不登校予備軍

になっていたりしないかを数値で表すものである。 

調査結果からどのように生徒を見とればよいかを１月の教職員研修で共通理解を図っ

た。 

 

未然防止 これまでの取組から次年度への見通し 

生活アンケートから「相談しやすい先生がいる」が全体の約77％まで向上していること

が分かった。また、相談者が教職員になっている生徒も約46％までに向上している。 

しかし、「授業が楽しい」や「授業への理解」が低くなっている傾向があったため、生

徒指導部では、「学校への充実感向上」をねらい以下の三つを重点に１月からの改善計画

を立てた。  

・生徒が授業の中で何を学ぶのかを明確にするため、学校として「身につけさせたい８

つの資質・能力」を提案した授業改善を行う。 

 ・生徒のコミュニケーション力向上をねらい、授業での対話、グループワークの強化を

図り、生徒が主体的に活動できるよう教職員の支援力を高める。 

 ・「生徒指導部」「授業力向上研究部」との連携を強化し、教育相談の推進と授業改善

のための研修を年間計画に位置づける。 

  

令和４年度 令和５年度 

４～８月 ９～12 月 １～３月 ４～８月 ９～12 月 １～３月 
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５ 研究のまとめ 

  対処 

  ・スクールロイヤーやスクールカウンセラーなど専門家から「学校いじめ防止基本方

針」の根拠を示してもらい、「いじめは組織対応」が基本である意識が高まり、必

ず「いじめ対策委員会」で管理職を交えて、いじめの認知や対処の検討を行うよう

になった。 

・生徒指導部を中心として、教職員のいじめの認識の違いをアンケートで示すことで

その認識の違いを全教職員で確認した。いじめの認識の違いが、適切な対処への弊

害を生んでいることに気付き、組織で適切な対処をする重要性に気付くことができ

た。また、組織で対応することは、教職員が自信をもって被害者や加害者へ関わる

ことにも繋がり、抱え込みによる「いじめの重大化」などの発生を防ぐことにもな

ったと考える。 

  早期発見 

  ・客観的指標として使用していた生活アンケートの見直しを行ったことで、より生徒

の実態把握がしやすくなり、計画と改善策が具体的に立てられるようになった。ま

た、生活アンケートやＱ－Ｕアンケートの結果から教育相談をすることで、生徒の

悩みにいち早く気付き、教職員が対応できるようになった。その成果として昨年は、

いじめの発見が「保護者の相談」からが多かったが、今年度は、25 件中 16 件が、

「生徒からの相談」によるいじめ発見となった。 

・教職員研修でスクールロイヤーによる「法的な視点からいじめを疑うこと」の研修

を行った。「人的関係、行為があり、影響を与えた」この三つが揃えば「いじめ」

であることを教職員が学んだことで、生徒の言動を日頃から注視し、「いじめ」の

可能性があると疑う教職員が増えた。 

  ・教育委員会と連携して「発達支援アプリ」や 11 月に生徒理解のための総合調査「シ

グマ」を導入したり、ネット上に校内相談場所を設置したりしたことも効果的であ

った。特に「発達支援アプリ」から生徒が相談したいと情報が入ることでいじめの

早期発見につながった。 

  未然防止 

・学校いじめ防止基本方針の行動目標と合わせて「教職員の実践計画」を作成し実施

した。年間を三つに分け、ＰＤＣＡサイクルを回すことで、教職員が自身の実践を

振り返る機会となった。その結果、学校が楽しいと答える生徒は、約 91％となり、

集団の中で自分の居場所をつくり、主体的に活動できるようになったと言える。組

織全体で取り組むことは、学級や学校生活に充実感を得られることにつながった。

また、実践計画は一度作成すれば、加除訂正のみで次年度以降も使用できる。 

・令和５年度も不用意な発言から「いじめ」になる事案はあったが、加害者側にしっ

かりと反省が見られ、継続的な事案になることはなかった。２年間の研究の中で、

生徒側にもいじめへの認識の変化が見られた成果であると考える。 

・インターネット等を通じて行われるいじめは、県メディア教育指導員、スクールロ

イヤー、スクールカウンセラーなど専門家を講師とした講習を適宜行うことに加え

「学校いじめ防止基本方針の授業」を実施した。生徒にどんな言動がいじめになる

かについて学習する機会を多く設定できた。インターネット等を通じて行われるい

じめの認知件数が、昨年度は８件あったが、今年度は３件と減少した。  
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本校の学校いじめ防止基本方針が機能する組織図（令和５年度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【本校の学校いじめ防止基本方針が機能する組織図の説明】 

 ～生徒指導部を中心とした組織～ 

生徒指導部 

組織の中心となるメンバーで構成されており、「いじめ対策委員会」の運営「職員

研修」の計画などを中心に行う。情報が集まる中心として、他の部と連携を図ったり、

他の部から計画を全体に周知したりする役割を担っている。 

各学年・学級 

教育相談を中心とした生徒の安全・安心な居場所づくりを行う。いじめ事案発生時 

は、生徒指導部に報告をする。 

保健・安全教育部 

外部機関を活用した授業を計画し、メディア教育やいじめに対する正しい知識の習

得とその活用を生徒に促す。 

外部機関 

問題行動や不登校に対する支援の強化を教育委員会や子ども福祉課、警察や児童相

談所などの機関と連携して行う。 

授業力向上研究部 

校内の学力プロジェクトと協力して、身につけさせたい８つの資質能力を明確化し

た授業づくりを企画・提案する。 

健康体力向上研究部 

校内の健康、体力プロジェクトと協力して生徒の充実した学校生活の基盤として、

現状を把握し、健康づくりと体力向上を生徒に促す。 
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県立笠間高等学校の実践 

 

１ 学校の概要 

  本校は、学年ごとに普通科３クラス、美術科・メディア科が各１クラスで構成された

中規模の全日制高校である。スクールポリシーは「生徒を成長させて社会に送り出す」

であり、令和５年度の卒業生は約４割の生徒が就職、約６割が大学や専門学校に進学し

ている。年々進学者の比率が高くなってきている傾向があるが、いずれにしても、地元

に残る進路先を選ぶ生徒が多い。 

生徒は、素直で優しい生徒が多い一方で、適切な人間関係を自ら築けず、トラブルを

抱え、自らの力で解決することが困難な生徒が徐々に増えている。 

 

２ 背景   

  対処 

令和４年７月に実施した教職員アンケートでは、 

・「うまくいかないと常に現場が責められる」「自分の行動や指導がよかったのか

どうかの自信がない」といった“不安” 

・「役割分担が曖昧」や「担任に負担が多い」といった“役割分担” 

・「学年外の情報がわかりにくい」という“情報共有” 

に関しての意見を多く聞いた。このことから、『組織的対応を整備し、教職員がいじめ

に対して適切な対応を取ることができるようにする』を目標に設定した。 

早期発見 

早期発見の基本である「生徒の些細な変化に気付くこと」「気付いた情報を確実に共

有すること」「（情報に基づき）速やかに対応すること」に課題があった。生徒が学校

生活アンケートで本当の気持ちを書いていないのではと感じられることが多く、情報の

収集と共有に工夫改善が必要と考えた。 

  未然防止① 

令和４年９月に生徒アンケートを実施した結果、「授業中、自分の考えを伝え合う活

動に積極的に取り組んでいる」「自分はクラスの重要な一員である」の質問に対し、「あ

まりあてはまらない」「あてはまらない」と回答した生徒の割合が他の項目より多く、

自分の気持ちを伝える行動に苦手感をもっている生徒が多いのではないかと考察でき

る数値結果を得ることができた。このことを踏まえて、授業の時間において、他者と交

流する力や自己有用感を高める必要性があると考えた。そこで『学校全体で授業改善を

進めること』を目標に設定した。授業改善の取組が未然防止に資すると考えた。 

  未然防止② 

令和４年７月の教職員アンケートで「未然防止の意識が薄かった」という意見が多く

みられた。学校全体の行事等を見直してみても、本校の実情に合った具体的な未然防止

対策は不足していると感じられた。このことを踏まえ、生徒自らがトラブルを未然に防

ぐ力を育むために、『相手の気持ちを想像し自分の思いを適切に伝えるコミュニケーシ

ョン能力の向上』に取り組むこととした。 

 

３ 担当者の声（生徒指導主事） 

組織的対応を整備することによって、教職員の不安の解消や、同僚性を育むことに期

待したい。また、生徒が自他を理解し、適切に自己表現ができ、トラブルを自分の力で

解決できる強さがもてるよう支援し、社会に送り出せたらと願う。 
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４ 研究の実際 

対処 協働を目標に、組織的対応の整備に取り組む【生徒指導部】 

いじめ対応に関する教職員の不安を軽減するためと、教職員が相談しやすい環境の改善、

チームとして協力する雰囲気を目指すために次の内容に取り組んだ。 

・いじめが起きたときの対応について弁護士による教職員向け研修会の実施 

・いじめ防止対策会議記録の工夫 

いじめが発生したときの教職員の不安を軽減するために、会議記録や調査経過報告書を

県の教育委員会に報告する文書を参考に工夫し、現状把握できるようにした。 
 

早期発見 いじめ防止基本方針を再度周知徹底 
報告等のスマート化       【生徒指導部】 

 学校いじめ防止基本方針を再度、全教職員に周知徹底し、早期発見の方法と重要性につ

いて確認した。 

 また、報告や会議のスマート化を促進するため、職員室内で立ったまま相談できるスペ

ースを設けた。小さなトラブルでも管理職や同僚に、５分から10分程度で気軽に相談がで

き、迅速で正確な支援方針の判断につながった。 
 

未然防止① 各自で目標を立て、授業改善に取り組む【学年・保健厚生部】 

令和４年６月の生徒アンケート結果を基に、教職員が授業で各自の目標と手立てを設定

し、授業改善に取り組むこととした。「授業中、自分の考えを伝え合う活動に積極的に取

り組んでいる」と答えた生徒が少ないことに課題を見つけ、目標に掲げる教職員が多かっ

た。 

12月に点検を学年で行った。生徒アンケート結果のよい項目に注目し、よいところをさ

らに伸ばそうという意識の共有ができた学年や、大学教授による構成的グループエンカウ

ンター（以下、「ＳＧＥ」という。）の実施計画を立てた学年もみられた。 

課題⇒短期間サイクルで、取り組む時間の確保が難しい。目標を見失いがちに。 

「授業中、自分の考えを伝えあう

活動に積極的に取り組んでいる」

に、「あまりあてはまらない」「あ

てはまらない」と回答した生徒の

割合（％） 

未然防止② 生徒のコミュニケーション力向上に取り組む【各校務分掌等】 

本校生徒の、いじめにつながるトラブルの要因は、①相手の気持ちを想像することが苦

手、②自分の思いを伝えることが苦手、③自己有用感が低い、に起因するものが多かった。

そこで、自分の気持ちを上手に伝える方法としてアサーショントレーニング（以下、「Ａ

ＳＴ」という。）を取り入れた。まず、校内研修を行い、その後「生徒指導だより」や「保

健だより」にＡＳＴを特集して発行し、各クラスでＡＳＴに取り組んだ。  

令和４年度 令和５年度 

４～８月 ９～12 月 １～３月 ４～８月 ９～12 月 １～３月 
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対処 協働・相談しやすい環境づくりの見える化に取り組む【生徒指導部】 

・いじめ対応フローチャートの作成 
教職員がトラブルをひとりで抱え込まないようにするた

めに、いじめ対応フローチャートを作成した。 

・いじめ防止対策会議のスタイル（会議資料、メンバーや役割

分担）の見直し 

第一回いじめ防止対策会議に、該当する学年全教職員が

参加することによって、教職員間に協働の意識が見られる
ようになってきた。その結果、第二回いじめ防止対策会議

において精度の高い情報を報告することができ、活発な意

見交換を行い、適切な判断につながることも増えてきた。 

 

早期発見 トラブル発生報告書の作成へ【生徒指導部】 

第一報の遅れから、問題の複雑化、解決の難化・長期化を招くこともあったことから、

教職員や生徒が、いじめと思っていないトラブルを気軽に報告しやすくする「トラブル発

生報告書（第一報カード）」を作成した。報告日時、報告者、報告を受けた教職員、発生

日時、訴えた人、訴えられた人などを記入する簡単な形式であるが、記録として残すこと

ができ、教職員の「抱え込んでいない」という“安心感”にもつながった。 

 

未然防止① 各自の目標で授業改善に取り組んでいたが…【学年・保健厚生部】 

組織としての目標が定まらず、どの点に着目して結果を評価するべきか曖昧になってし

まった。進捗状況を確認する場面がなく、個人に任せきりになってしまっていた。全体で

の共通の目標をつくる必要性を感じた。 

１年間の実践を経て、生徒が「自分の考えを伝えられるようになる」前提には、「安心
して授業を受けられる」ことが必須であるとの認識が共有できた。 

未然防止② ＡＳＴについての授業を実践する【各校務分掌等】 

教職員が研修で学んだ経験を生かし、それぞれの学年でＡＳＴに取り組んだ。１、２学

年は、道徳の授業でアサーションについての授業を行った。さらに、２学年では、大学教

授による各クラスでのグループワークに取り組んだ。コロナ禍で活発にコミュニケーショ

ンを求める授業場面が少なかったこともあり、その力を育成することが難しかったが、こ
のグループワークを通して、リーダーシップがある生徒の発見や生徒が協力して取り組む

場面を多々見ることができた。 

  

令和４年度 令和５年度 

４～８月 ９～12 月 １～３月 ４～８月 ９～12 月 １～３月 

教職員の声 

・社会に出て活躍するためにも、自己表現ができようにしてほしい。 

・好き嫌いなく、人との関わり方を考えてほしい。 

導入してみて 
→自分だったらと考えることはできる。しかし、実生活では、まだまだ難しい。 

→仲がよい友人以外の人との関わり方が課題 

→ＳＧＥの導入！ 
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対処 基本方針の改定、いじめの理解を全校生徒・全教職員で行う 
【生徒指導部】 

・弁護士によるいじめに関する講話（法的側面から見たいじめ）を聴講し、いじめはなぜ

ダメなのかを全教職員・生徒で共有した。 

・令和５年度笠間高校いじめ防止基本方針を教職員へ周知し、組織的対応の理解を促した。 

 令和４年度からの主な変更点は、以下の２点である。 
Ⅰ いじめ防止対策会議構成メンバーをスリム化⇒初動を早める 

Ⅱ 各校務分掌の取組に行事目的を「見える化」⇒いじめ防止基本方針に反映 

【主な行事の目的】 ・自己指導能力を高める。・自己有用感を高める。 

・規範意識を高める。  ・教職員の指導力を高める。 

教職員が行事目的を意識して取り組むことで、生徒への関わりや観察眼も変わり、生徒

との信頼関係の構築につながると考えた。 

早期発見 職員会議での生徒情報共有時間を増やす【生徒指導部】 

職員会議での生徒情報の共有時間を前年度の５分程度から10分から15分へ増やした。 

未然防止① いじめ未然防止取組（ＰＤＣＡ）シートの活用開始 
【学年・保健厚生部】 

昨年度の振り返りから、学校全体の目標に向けていじめ未然防止取組（ＰＤＣＡ）シー

トを作成して、全教職員で取り組むこととした。 

【目指す生徒の姿（目標）】 

⇒a.自己有用感が育った生徒  

b.適切に自己表現ができる生徒 

【目標達成の手立て】 
⇒a.授業改善 

b.グループワーク（ＳＧＥ/ＡＳＴ） 

【仮説】 

⇒授業の中で友人と交流する場面があれば、授業が

楽しくなり、学校生活が安心できるだろう。未然

防止に役立つだろう。 
【具体的な取組】  

⇒いじめ未然防止取組（ＰＤＣＡ）シートの活用 

【評価】 

⇒①授業改善プロジェクト（高校教育課）での学校独自の項目「この授業を安心して受

けることができ、自分の考えを表現することができた。」に着目。 

②生徒アンケート：「私はクラスの人といると安心できる。」の数値に着目。 

未然防止② ＳＧＥで安心できる居場所づくりと他者理解【各校務分掌等】 

１ ４月の職員打合せの翌日に教職員向けＳＧＥ研修を行う（全教職員参加） 

⇒ＳＧＥの学びと新教職員との関係づくり 

２ 入学式に教室で簡単なＳＧＥを行う 

⇒クラスメイトとの関係性をつくり、明日からの登校意欲へ 
３ 第１回生徒向けＳＧＥ研修の実施 ⇒大学教授による演習を行う 

４ 担任/副担任によるホームルームでの短時間のＳＧＥの取組 

令和４年度 令和５年度 

４～８月 ９～12 月 １～３月 ４～８月 ９～12 月 １～３月 



 

46 

 

対処 トラブル発生時の記録、対応の意識が定着【生徒指導部】 

些細なことであっても「トラブル発生報告書」に記入する教職員が増えたことで、トラ
ブルが、いじめではないか？と考えられる組織となり、抱え込みを防ぐことにつながって

きた。また、トラブル発生時の相談、報告、会議のスピード化により迅速な指導・支援を

行うことができるようになってきた。いじめ防止対策会議がより活発になるように、メン

バーや進め方等を検討しながら来年度に備えていきたい。 

迅速かつ正確な情報共有により、スクールカウンセラーなどの学校内外のサポーターと

積極的な連携をとることができた。 

早期発見 学校生活アンケート調査の情報収集に苦戦【生徒指導部】 

定期的に行っている学校生活アンケート調査での情報収集に苦戦するようになってき
た。ＩＣＴを導入してから、集計は容易になったが、機械的に入力し、自分の気持ちを回

答に反映させる生徒が減ってきているように感じた。そのため、回答方法の変更を検討し

た。 

未然防止① いじめ未然防止取組（ＰＤＣＡ）シートを活用して、 

安心できる授業を目指す        【学年・保健厚生部】 

２回目のいじめ未然防止取組（ＰＤＣＡ）シートに記入し、授業改善に取り組んだ。取

組の継続を意識できるように、朝会連絡簿において現在のＰＤＣＡ取組の位置を固定で明
示した。結果、生徒アンケートで「授業中、自分の考えを伝え合う活動に積極的に取り組

んでいる」に「あまりあてはまらない」「あてはまらない」と回答した生徒はそれぞれ約

９％（令和４年６月約15％）、約10％（同約17％）と大幅に改善した。 

未然防止② 生徒の実態に即してグループワークを改善【各校務分掌等】 

１ 生徒向け「アサーショントレーニング講演会」の実施（大学教授による） 
生徒に対して、ＡＳＴの理論および演習を行ったこと、これまで学んだＳＧＥとの違

いについて生徒が理解して取り組めたことが昨年度との違い。 

【生徒の感想】 

・相手を傷つけず自分も我慢しない言い方を考えて相手に伝えるということは難しいと思いました。 

・私は人の顔色を見たり、読んだり、察したり、オブラートに包んだり、空気を読むことが苦手なので、

私なりに読みたいと思いました。 

・自分の意見を主張すること、相手の主張を受け入れることの大切さを学べてよかったです。 

２ 教職員向けＡＳＴ研修の実施（教育研修センターの指導主事による） 

３ 第２回生徒向けＳＧＥ研修の実施（大学教授による）  

４ クラスでのＳＧＥ実施【目的を示した活動】 

教職員が、授業でいつでも活用できるように「ＳＧＥワーク演習スライド」を朝会連

絡簿に掲載した。慣れてくるとゲームや遊びとして取り組んでしまう生徒がいたが、事
前に目的を提示してから実施すると、落ち着いて 

取り組むことができるようになった。 

５ 道徳の授業でＡＳＴを行った。 

 
 

令和４年度 令和５年度 

４～８月 ９～12 月 １～３月 ４～８月 ９～12 月 １～３月 

目的 
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対処 さらなる体制の見直しへ【生徒指導部】 

学年外の情報が伝わりにくいという教職員のアンケート結果から、職員会議等での情報
共有時間の確保に取り組んできたが、学年を超えた情報共有の難しさを感じた。伝える側

と伝わる側の温度差をなくすための取組を見直す必要を感じた。 

トラブル発生時には、フローチャートに則して報告を行い、それぞれが記録を明確に残

すことを徹底する。また、スクールカウンセラー等への相談がしやすく、安心して対応で

きる組織的な体制づくりをしていきたい。 

早期発見 学校生活アンケート調査方法の見直し 
保健日誌の電子化          【生徒指導部・保健厚生部】 

 年６回行っている学校生活アンケートの調査方法を見直した。ＩＣＴのみの際には、機

械的に入力する生徒が増えたが、紙も併用したところ、自分の気持ちも記述する生徒が増

えた。 

また、保健日誌を電子化し、校長・教頭・生徒指導主事・保健主事・学年主任が回覧す

る取組を始めた。記載された生徒の情報交換が活発化するなど効果を期待したい。 

未然防止① 授業での実践と発展【学年・保健厚生部】 

 取組のまとめとして、相互授業参観を行った。全教職員のいじめ未然防止取組（ＰＤＣ

Ａ）シートを閲覧できるようにした。取組を共有し、今後の授業改善の促進につなげるこ
とが目的。 

例えば、国語科と英語科が適切な自己表現を育む目的で、サイコロトーキングの教材作

成をするなどの工夫が見られるようになった。 

未然防止② 生徒が自ら未然防止、解決していく力を【各校務分掌等】 

１ ２学年対象「アサーショントレーニング講演会」の実施（大学教授による） 
２ ＳＧＥおよびＡＳＴの振り返りを行い、まとめのワークを行った。 

これまでのワークの目的を振り返り、学んだ内容（他者理解・自分の思いを適切に伝

える）を意識して取り組むように指示し、グループワークを行った。 

 ⇒助けられていることの気付き・社会人への意識・自分の強みや弱みの理解につながっ

た。 

 

 

 

 

 

【生徒の感想】 

・人の意見を聞くことと、自分の意見を伝えることを同時に行うことは難しいなと思っ 

た。自分の意見を伝えるのは苦手なので、このような機会を通して自分の意見を伝え

られるようにしたいなと思った。 

・それぞれが違う情報を持っているなかで、願望を叶えるのはとてもわかりづらかっ 
た。だけど、一つ一つの情報を丁寧に整理していけば解決することができると思っ

た。冷静になって考えるのが大切だと思った。 

令和４年度 令和５年度 

４～８月 ９～12 月 １～３月 ４～８月 ９～12 月 １～３月 
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５ 研究のまとめ 

対処（いじめが起きたとき）【生徒指導部】 

教職員アンケートでは、いじめの対応について「不安」をもっているという意見が

多く見られた。不安を少しでも軽減するために、法に則った対応を組織的に行うこと

とした。また、初期段階での教職員の抱え込みを防ぐ目的で、些細なトラブルも相談

しやすい雑談ができる職場環境を目指した。教職員間でのコミュニケーションが増え

るなどの効果が見られた。 

また、会議のスタイルを見直したことによって、学年団が協働の意識をもち、情報

共有やその後の調査等の役割分担、トラブルへの迅速な対応ができるようになってき

た。 
 

早期発見（重大事態に発展させないために）【生徒指導部】 

一見些細に思える情報であっても収集、共有すること、そうして得られた情報を集

約し、組織的な対応を考えることが重要である。 

雑談で見付けた相談内容を記録化するために「トラブル発生報告書」で記録し、相

談した内容が管理職まで伝えられるよう「見える化」した。その後の教職員アンケー

トの結果から、「報告する内容だったんだ」「報告しやすくなった」「報告していい

んだ」という意見を聞くことができた。 

また、生徒がアンケートで回答しやすいように方法を改めたことで回答量が増加す

るなど、生徒のニーズに合った方法を模索することが大切だと分かった。 
 

未然防止①（授業改善）【学年・保健厚生部】 

自分の気持ちを伝える行動に苦手感をもっている生徒が多いことから、学校生活で

一番時間の長い授業で、苦手克服の支援ができないか取組を考えた。 

学校生活の要である授業を楽しく、安心できるものにし、生徒が様々な教職員に相

談しやすい学校内の雰囲気づくりを目指した。初めのうちは、未然防止が授業改善と

何の関係があるのかが分かりにくかった。そこで、令和５年度からいじめ未然防止取

組（ＰＤＣＡ）シートを作成し、目的を見える化することによって、意識して授業を

行うことにつなげた。教職員の意識の変化は、生徒との信頼関係を深め、相談しやす

い環境にもつながっていったと考えられる。 

また、多くの教職員が積極的に声かけをするという改善計画を立てていた。気にな

る生徒に声をかけることで相談のきっかけにもなる。授業は未然防止に大いに役立つ

という意識をもつことが大切である。 
 

未然防止②（生徒がいじめに向かわないために）【各校務分掌・サポートチーム】 

相手の気持ちを考え、自分の気持ちを適切に表現する力を身につけることは、生徒

自らがトラブルを未然に防ぎ、解決する力につながると考え、ＳＧＥとＡＳＴに取り

組んだ。ほとんどの教職員がＳＧＥやＡＳＴは初めての経験であったが、研修後、授

業等で取り入れ、生徒に他者理解や自己表現をする機会を提供した。当初は、苦手意

識をもち消極的な生徒や遊びになってしまう生徒もいた。後半では、社会生活を営む

うえでも大切な力であることを生徒に伝え、ワークの目的を見える化する工夫をした。

本校の生徒にとってはこれが功を奏した。終盤の演習では、相手のことを考えながら、

自分の意見を伝える様子を見ることができた。本校生徒の素直さや素晴らしさに感動

した。 

今回の取組で、組織で取り組むには「自分事と捉えられる目的」と「見える化」

「生徒の可能性を信じること」の大切さを生徒から学んだ。 
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本校の学校いじめ防止基本方針が機能する組織図（令和５年度） 
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２  結果と考察  

(1) 教職員意識調査の結果 

ア 回答者数（回答期間） 

・第１回 166人（令和４年９月 29日（木）～10月17日（月）） 

・第２回 143人（令和５年３月３日（金）～３月17日（金）） 

・第３回 159人（令和５年５月８日（月）～５月19日（金）） 

・第４回 141人（令和６年１月 11日（木）～１月22日（金）） 

イ 各調査項目の結果 

図１～図６に示す。  

  ウ 自由記述の結果 

自由記述の回答内容から、協力校の教職員が、学校いじめ防止基本方針が機能す

る組織づくりのために重要であると考える事項について分析した。その分析につい

ては、２(3)の「『学校いじめ防止基本方針が機能するためのチェックシート』の作

成」（P56）に示す。  

 (2) 考察 

  ア 学校いじめ防止基本方針について 

    教職員意識調査の学校いじめ防止基本方針の策定や取組内容についての項目にお

いて、「当てはまる」の数値が、特に研究２年目から高くなった（図１）。 

協力校において、年度末に学校いじめ防止基本方針の点検・見直しを行い、年度

始めに教職員研修等を通して周知徹底を図った。また、フローチャート図を作成し

たり、抽象的な表現から具体的な表現にしたりするなどの工夫改善を行ったことに

よって、学校いじめ防止基本方針の策定や取組内容についての項目の数値が高くな

ったと考えられる。  

 

 

  

① 学校は、国の基本方針又は茨城県の基本

方針を参考にし、学校の実情に応じて、学
校いじめ防止基本方針を作成している。 

② 学校いじめ防止基本方針には、いじめ

の防止、早期発見、早期対応の年間計画
及び取組内容が示されている。 

  

図１ 教職員意識調査「Ａ 学校いじめ防止基本方針について」の結果 
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イ 学校いじめ対策委員会について 

教職員意識調査の学校いじめ対策委員会の取組内容についての項目において、「当て

はまる」の数値は、徐々に高くなった。しかし、「③ 学校いじめ対策委員会は、取組の

実施や具体的な年間計画の作成・実行・検証・修正を行っている。」の項目は、調査開始

当初は、他の項目に比べ、「当てはまる」の数値は低かったが変容は大きかった。（図２）  

協力校において、教職員研修等を通して学校いじめ対策組織の意義を確認した。また

いじめであるかどうかの判断を組織で行えるようにするために教職員研修を開催したり、

フローチャート図を作成して対応を視覚化したり、迅速な対応に向けてトラブル発生報

告書を工夫したりしたことによって、学校いじめ対策委員会の取組や活動内容について

の項目の数値が高くなったと考えられる。 

 

 

  

③ 学校いじめ対策委員会は、取組の実施
や具体的な年間計画の作成・実行・検証・
修正を行っている。 

④ 学校いじめ対策委員会には、いじめの
疑いに関する情報や児童生徒の問題行動
などに係る情報が集まり、その記録が保

存されている。 

  

⑤ 学校は、いじめであるかどうかの判断
を組織として行っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２ 教職員意識調査「Ｂ 学校いじめ

対策委員会について」の結果 
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ウ いじめの未然防止について 

教職員意識調査の「⑥ 学校は、いじめはどの子供にも起こりうる、どの子供も被害

者にもなりうるという認識を共有している。」の項目において、「当てはまる」の数値は、

調査開始当初から高かった。しかし、「⑦ あなたは、一人一人を大切にした分かりやす

い授業づくりを進めている。」「⑧ あなたは、学校の教育活動全体を通じた道徳教育や

人権教育の充実、体験活動などの推進により、いじめの未然防止に取り組んでいる。」の

項目の「当てはまる」の数値は、他の項目に比べ低かったが変容は大きかった。（図３） 

協力校において、教職員が客観的指標を基に行動目標や行動計画を立てて授業づくり

を進めたり、児童生徒のコミュニケーションや表現力等についての課題を受け、ピア・

サポート活動や構成的グループエンカウンター、アサーショントレーニング等を取り入

れるために教職員研修を行った上で授業の中に取り入れたり、児童生徒対象に大学や法

律事務所から講師を招いて講演会等を企画したりしたことによって、未然防止について

の認識や授業づくり、取組についての項目の数値が高くなったと考えられる。 

 

 

⑥ 学校は、いじめはどの児童生徒にも起
こりうる、どの児童生徒も被害者にも加
害者にもなりうるという認識を共有して

いる。 

⑦ あなたは、一人一人を大切にした分かり
やすい授業づくりを進めている。 

  

⑧ あなたは、学校の教育活動全体を通じ
た道徳教育や人権教育の充実、体験活動
などの推進により、いじめの未然防止に
取り組んでいる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３ 教職員意識調査「Ｃ いじめの未

然防止について」の結果 
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エ いじめの早期発見について 

教職員意識調査のいじめの早期発見の取組や体制についての項目において、「 当ては

まる」の数値が、徐々に高くなった。「⑨ 学校は、些細な兆候であっても、いじめでは

ないかとの疑いをもって、早い段階から複数の教員で対応している（対応することがで

きる）。」の項目において、「当てはまる」の数値は、他の項目と比べるとやや変動があっ

たが研究２年目からは数値は高くなった。（図４） 

協力校において、アンケートを実施するねらいの共通理解を図り、結果を分析して児

童生徒理解を深めた。また、ＩＣＴを活用した欠席状況の確認、スクールカウンセラー

を活用した授業やＳＯＳの出し方の授業等の実施、オンライン相談窓口の設置等、児童

生徒が相談しやすくなるための体制の見直しを行った。これらによって、いじめの早期

発見の取組や体制についての項目の数値が、徐々に高くなったと考えられる。 

 

 

オ いじめの対処について 

  教職員意識調査のいじめの相談や訴えがあった場合に真摯に傾聴することや組織への

報告、いじめの被害、加害児童生徒への支援や指導、組織的対応等のいじめの対処につ

いての項目において、「当てはまる」の数値は、特に研究２年目から高くなった（図５－

１、２）。 

協力校において、学校いじめ防止基本方針の周知徹底や実情に応じた改定、いじめ事

案が発生したの際の具体的な動きを示したフローチャート図等の作成、情報集約・共有

方法の改善、学校内・外部機関との連携についての確認や強化、教職員の対処について

のスキル向上を目指した専門家による教職員研修、教職員のコミュニケーション力向上

を目指した教職員研修等の実施、会議スタイルの見直しを行ったことによって、いじめ

の相談や訴えがあった場合に真摯に傾聴することや組織への報告、いじめの被害、加害

児童生徒への対応、組織的対応等のいじめの対処についての項目の数値が高くなったと

考えられる。 

⑨ 学校は、些細な兆候であっても、いじ

めではないかとの疑いをもって、早い段
階から複数の教員で対応している（対応
することができる）。 

⑩ 学校は、定期的なアンケート調査や教

育相談の実施等により、児童生徒がいじ
めを訴えやすい体制を整えている。 

  

図４ 教職員意識調査「Ｄ いじめの早期発見について」の結果  
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⑪ あなたは、児童生徒や保護者から「い
じめではないか」との相談や訴えがあっ
た場合には、真摯に傾聴している（傾聴

することができる）。 

⑫ あなたは、いじめの疑いがあったとき、
学校いじめ対策組織に報告することがで
きる。 

  

⑬ 学校は、発見・通報を受けた場合には、
被害児童生徒を守り通している。 

⑭ 学校は、いじめがあったことが確認され
た場合、組織で、いじめをやめさせ、その
再発を防止する措置をとっている（措置を

とることができる）。 

  

⑮ 学校は、児童生徒に、SNSによるいじめ

があったとき、関係機関への相談につい
て知らせている。 

⑯ 学校は、発見・通報を受けた場合には、

教育的配慮の下、毅然とした態度で加害
児童生徒を指導している。 

  

図５-１ 教職員意識調査「Ｅ いじめの対処について」の結果① 
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カ いじめの重大事態について 

  教職員意識調査の「⑱ あなたは、児童生徒や保護者からいじめられて重大事態に至

ったという申立てがあったときは、重大事態が発生したものとして報告している（報告

することができる）。」の項目において、「当てはまる」の数値は、調査開始当初から高か

い数値が維持された（図６）。 

協力校において、学校いじめ防止基本方針の周知徹底、フローチャート図を作成し適

切に対応できるようにしたこと、いじめ事案が発生した際の動きについて教職員研修会

を実施したことによって、いじめの重大事態の申し立てがあった時の報告について、２

年間を通して高い数値が持続されたと考えられる。 

 

 

⑰ あなたは、いじめを見ていた児童生徒に

対しても、自分の問題として捉えさせ、た
とえ、いじめを止めさせることはできなく
ても、誰かに知らせる勇気をもつよう伝え

ている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図５-２ 教職員意識調査「Ｅ いじめ

の対処について」の結果②  

 

 

⑱ あなたは、児童生徒や保護者からいじめ

られて重大事態に至ったという申立てが
あったときは、重大事態が発生したものと
して報告している（報告することができ
る）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図６ 教職員意識調査「Ｆ いじめの重

大事態について」の結果 
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(3) 「学校いじめ防止基本方針が機能するためのチェックシート」の作成 

ア 目的 

学校いじめ防止基本方針が機能するために、自校の取組について、よさや課題、改

善を考えるための一助となるチェックシートを作成することを目指す。 

イ 作成の流れ 

(ｱ) 事前調査 

① 目的 

学校いじめ防止基本方針が機能することに関する項目を収集し分類・整理す る。 

② 方法 

県内の教育相談に関する研究における協力校の教職員に、学校いじめ防止基本

方針が機能するために必要なことや留意していることについて、教職員意識調査

における自由記述での回答を求めた。 

（回答期間） 第１回：令和５年９月 29日（金）～ 10月 17日（月） 

第２回：令和５年３月３日（金）～３月 17日（金） 

第３回：令和５年５月８日（月）～５月 19日（金） 

   ③ 結果 

  教職員から得た回答を、意味の単位ごとに区切り、それぞれにコードを付けた。

そして、それぞれのコードがどのような関連性があるのかを検討し、関連のある

コード同士を下位カテゴリーとし、 46の下位カテゴリーが生成された。さらに下

位カテゴリーを６つのカテゴリーとしてまとめた。 46の下位カテゴリーを基に、

項目および内容を検討し、尺度の項目づくりを進めた。その結果、学校の雰囲気

に関する６項目、情報共有に関する７項目、組織に関する７項目、教職員の資質・

能力に関する４項目、未然防止に関する７項目、早期発見に関する８項目、対処

に関する７項目が作成され、それらの項目を予備調査項目とした。（表３） 

   （ｲ) 予備調査 

   ① 目的 

     事前調査で作成された、学校いじめ防止基本方針が機能することに関する尺度

の実用性を追求するために、尺度項目を 30項目程度に精選する。 

   ② 方法 

県内の教育相談に関する研究における協力校の教職員の公務用個人メールアド

レスに調査協力を依頼する内容のメールを送信し、メール文に記載 し て あ る

GoogleフォームのＵＲＬと二次元バーコードから回答するように求めた。回 答は、

５件法（「まったく当てはまらない＝１」、「あまり当てはまらない＝２」、「どちら

ともいえない＝３」、「ややあてはまる＝４」、「よくあてはまる＝５」）で求 めた。 

調査期間 令和５年11月２日（木）～ 11月 10日（金） 

③ 結果 

まず、欠損値を含む被調査者、外れ値を示した被調査者を調べた。その結果、

136人のデータが分析対象になった。次に、「学校いじめ防止基本方針が機能する

ためのチェックシート」項目について、探索的因子分析（最尤法、プロマックス

回転）を行った。因子数は、固有値の減衰パターン、および因子の解釈の可能性 
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を考慮して９因子とした。しかし、７項目について因子負荷量が .40未満であったた

め、これらの項目を除外し、再度因子分析を行った。因子負荷量が .40未満の項目が

なくなるまで、繰り返し因子分析を行い、６因子解となる「学校いじめ基本方針が

機能するためのチェックシート」項目（ 31項目）精選した。 

（ｳ) 本調査 

  ① 目的 

予備調査から抽出された項目を中心に質問を再構成・実施・分析し、「学校いじめ

防止基本方針が機能するためのチェックシート」を完成させる。 

  ② 方法 

調査対象者の県内の教育相談に関する研究における協力校の教職員と、令和２・

３年度の教育相談に関する研究における協力校の教職員に、５件法（「まったく当て

はまらない＝１」、「あまり当てはまらない＝２」、「どちらともいえない＝３」、「や

やあてはまる＝４」、「よくあてはまる＝５」）で回答を求めた。 

    （回答期間） 令和６年２月 13日（火）～２月 20日（火） 

③ 本調査の尺度の作成 

予備調査で精選された項目の内容を検討した。まず、第５因子における「あなた

の学校は、児童生徒にＳＮＳの正しい使い方を周知し、自分の使い方について振り

返る機会を設けている。」の項目は、ダブルバーレル質問だったため、「あなたの学

校は児童生徒に通信機器の正しい使い方を周知する機会を設けている。」に 変更し

た。次に、「ＳＮＳ」という言葉を「通信機器」に修正する等、文言の修正を行った。

このような作業が経て、本調査用の項目が決定された。 

   ④ 結果 

まず、欠損値を含む被調査者、外れ値を示した被調査者を調べた。その結果、2 73

人のデータが分析対象になった。次に、「学校いじめ防止基本方針が機能するための

チェックシート」項目について、探索的因子分析（最尤法、プロマックス回転）を

行った。因子負荷量は.35に満たない項目を除くこととし、固有値１以上を基準とし

て５因子が抽出された。因子負荷量が .35に満たない項目と第５因子の項目 数が一

つであるため、これら二つの項目を除外し、再度因子分析を行った結果が表３であ

る。 

第１因子は、「あなたの学校は、児童生徒の表情やしぐさなどをよく観察する など、

日頃からアンテナを高くしている。」、「あなたの学校は、日頃から、児童生徒とコミ

ュニケーションを積極的にとっている。」等の負荷が高く、児童生徒に対する認識を

表しているため「児童生徒への気付きと関わり」（９項目）と命名した。 

第２因子は、「あなたの学校は、生徒指導に関することについて、こまめに記録を

取り、データを共有している。」、「あなたの学校は、定期的にいじめに関するアンケ

ート調査を実施している。」等の負荷が高く、いじめ対応に関する認識を表している

ため、「いじめ防止への具体的取組や教職員の意識」と命名した。 

第３因子は、「あなたの学校は、生徒指導に関することについて、担任だけで抱え

ることなく、組織として対応している。」、「あなたの学校は、生徒指導に関して、少

しでも気になることについて、すぐに報告している。」等の負荷が高く、いじめ対応  
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に関する組織的な認識を表しているため、「生徒指導に関する組織対応」と命 名した。 

第４因子は、「あなたの学校は、教職員間の人間関係がよい。」、「あなたの学校は、

なんでも話せるような、相談しやすい雰囲気がある。」等の負荷が高く、教職員間の

人間関係や雰囲気についての認識を表しているため、「教職員同士の関係や 職場の

雰囲気」と命名した。 

ウ 内容 

本調査の結果を踏まえ「学校いじめ防止基本方針が機能するためのチェックシート」

に採用する項目を検討した。まず、利便性のよいものにするため同一因子内にある類似

項をまとめ、項目の精選を図った。 

まず、第１因子の項目である「あなたの学校は、児童生徒の表情やしぐさなどをよく

観察するなど、日頃からアンテナを高くしている。」と「あなたの学校は、一人一人の児

童生徒が教職員に話しかけやすい、相談しやすい雰囲気をつくっている。」を統合し、「あ

なたの学校は、児童生徒一人一人の表情やしぐさをよく観察するなど、日頃からアンテ

ナを高くしている。」とした。 

そして、項目の文言を検討して修正した。表４は、完成した学校いじめ防止基本方針

が機能するためのチェックシートの項目である。 

 

 

表３ 学校いじめ防止基本方針が機能するための質問項目の因子分析結果 
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表４ 学校いじめ防止基本方針が機能するためのチェックシート項目 
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Ⅴ 研究のまとめと今後の課題 
 

本研究では、実践協力校において組織マネジメントのモデル構築を目指した結果、学校

いじめ防止基本方針が機能する組織づくりについて、次のことが分かった。 

 

学校いじめ防止基本方針が機能する組織とするためには、学校全体や組織の構成メンバ

ーが、「学校いじめ防止基本方針が機能するためのチェックシート」作成から見いだされた

次の四つの視点に基づいた取組を実行する。 

 ○ 教職員による児童生徒への気付きと関わり 

 ○ いじめ防止への具体的取組や教職員の意識 

 ○ 生徒指導に関する組織的対応 

 ○ 教職員同士の関係や職場の雰囲気 

 また、協力校の実践で、見いだされた組織マネジメントのポイントは次の通りである。 

○ 目指す姿に向かって組織が動くために 

・全教職員で学校いじめ防止基本方針の共通理解を図る。  

・全教職員でいじめ防止等のための取組や組織の活動についての共通理解を図る。 

・ＩＣＴや記録ファイル等を活用し、業務の効率化を図る。 

 ○ 組織の状態を分析する 

  ・全教職員で未然防止の取組について客観的指標を基にして点検・見直しを行う。 

  ・児童生徒の状態を正確に把握するためにできることを検討し、実行する。 

 ○ 学校内外の資源や能力を活用する 

  ・未然防止や早期発見においてＩＣＴを効果的に活用する。 

  ・学校内外の人材を講師とした教職員研修や授業を企画する。 

 ○ 校務分掌等や組織の構成メンバーの活動を調整する  

  ・児童生徒の人権意識を高めるために具体的な活動ができるように調整する。 

  ・行動目標・行動計画を基にし、具体的な教育活動につなげる。 

 

図７は、各協力 校の実践

と教職員の意識 を 基 に し

て作成した学校 い じ め 防

止基本方針が機 能 す る こ

とを目指す組織 マ ネ ジ メ

ントのモデルである。 

まず、組織全体 における

「教職員同士の 関 係 や 職

場の雰囲気」（８項目）を意

識する。次に、いじめ対応

の取組の主に早期発 見、未

然防止では、「児 童生徒 の

気付きと関わり」（６項目）

 
※項目については、Ｐ59 参照 

図７ 学校いじめ防止基本方針が機能することを 目指 す組

織マネジメントのモデル 
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を、主に対処においては、「いじめ防止への具体的取組や教職員の意識」（９項目）に留意

する。さらに、「生徒指導に関する組織的対応」（５項目）を意識しながら活動を調整する

ことが重要だと考える。 

 

 今後の課題と展望は、次の通りである。 

 ○ 本研究では、学校全体や組織の構成メンバーが共有する次の四つの視点を示した。

協力校の教職員意識調査から、これらの視点が生成されたが、「教職員同士の関係や職

場の雰囲気」の視点の項目にさらに着目することで、学校いじめ防止基本方針が機能

する組織に迫ることができるのではないかと感じた。 

 ○ 協力校にとどまらず、「学校いじめ防止基本方針が機能するためのチェックシート」

を活用できるようにしたい。さらに、学校いじめ基本方針が機能することを目指す組

織マネジメント図を参考にしながら、学校いじめ防止基本方針が機能する組織づくり

を進め、そして児童生徒にとって安心・安全な学校づくりの一助となることを願う。 
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  東海村立東海南中学校     校長 稲野邉 緑 

                 教諭 川野 芳裕 

  常陸太田市立太田中学校    校長 佐藤 正一（令和４年度 田﨑 嘉子） 

                 教諭 石川 遊 

  県立笠間高等学校       校長 小室 浩之 

                 教諭 石川 裕子 

                 教諭 人見 広章 

 

３ 茨城県教育研修センター 

  所長  秋本 光德（令和４年度 猪瀬 宝裕） 

  教育相談課 課長    関口 一治 

  教育相談課 指導主事  菅原 薫 

  教育相談課 指導主事  青木 一良 

  教育相談課 指導主事  長洲 かおり 

  教育相談課 指導主事   渡邉 宏幸 

  教育相談課 指導主事   磯上 雄太 

  県立水戸桜ノ牧高等学校 教頭 田中 淳子（前教育相談課 指導主事） 

   

 

 

 

研究報告書第 113 号  令和４・５年度 教育相談に関する研究 
 

学校いじめ防止基本方針が機能する組織づくり 

  －組織マネジメントのモデル構築を目指して－ 

 

 令和６年３月 

 編集    茨城県教育研修センター教育相談課 

 〒309-1722 茨城県笠間市平町 1410 

 TEL 0296-78-3219（教育相談課） FAX 0296-78-2122 
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